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モバイルアプリの市場画定と市場支配力評価の経済分析

川口康平 黒田敏史 佐藤進

2022年 5月 5日

概要

本稿では、モバイルアプリ経済における Appleや Googleなどのデジタルプラットフォーム
事業者の市場支配力の評価に際して多くの場合前提条件となっているモバイルアプリとモバイ

ル OSの市場画定の方法を議論する。最初にモバイルアプリ経済の概要を整理し、次に市場画
定や市場支配力の評価が重要な論点になった競争法事例を分析してモバイルアプリやモバイル

OSの市場画定に関する課題を抽出する。その後モバイルアプリの消費者と広告主、モバイル
アプリ開発者といったモバイルアプリ経済の主要参加者の意思決定問題の性質を理論的に考察

し、最後に消費者と広告主というモバイルアプリの二種類の需要者の視点からモバイルアプリ

とモバイル OSの市場画定を行うための実証的方法を提案する。
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1 序文

本稿では、モバイルアプリ経済における Appleや Googleなどのデジタルプラットフォーム事業
者の市場支配力の評価に際して多くの場合前提条件となっているモバイルアプリとモバイル OSの
市場画定の方法を議論する。

モバイルアプリ経済とは、スマートフォン・タブレットなどのモバイルデバイスと、モバイルデ

バイス上で機能するモバイルアプリの利用に関わる経済全体のことを指し、現代の経済活動の中

で重要な地位を占める経済領域である。総務省 (2021)による調査では、使用デバイスごとのイン
ターネット利用の人口普及率はスマートフォンが 68.3%、タブレット型端末が 24.1%となってい
る。モバイルデバイスはパーソナルコンピュータ (PC) の 50.4%を上回っており、インターネッ
ト利用のための主要デバイスになっている。このように多くの人々が消費者として関わるだけでな

く、モバイルアプリ経済には多くの人々がモバイルアプリ開発者として参画している。AppAnnie
(2021)によれば、2020年の全世界のモバイルアプリ経済には、アプリストアに登録された開発者
アカウント *1 が 10万以上存在しており、年間売上が 10万ドル未満の小規模なアカウントが総ア
カウントの 97%を占めている。
競争当局はモバイルアプリ経済の核を担う中心的なプレイヤーである Apple、Googleといった
デジタルプラットフォーム事業者の行為に注意の目を向けている。これらのデジタルプラットフォ

ーム事業者は iOSや Androidなどのモバイル OSを提供しており、提供条件の設定や垂直統合な
どの潜在的な反競争性のある行為を用いてモバイルアプリ経済のさまざまな領域でルールを設計し

ているからである。モバイル OSを保有するデジタルプラットフォーム事業者の他にも、Facebook
を保有するMetaや Yahoo!Japanや LINEを保有する Zホールディングスなどの少数の大規模な
モバイルアプリ開発者もアプリ経済の中で大きな地位を占めている。それら開発者による合併が生

み出しうる反競争的効果についても競争当局によって問題とされることがある。

競争法実務では、上述のようなデジタルプラットフォーム事業者や大規模アプリ開発者の特定の

反競争性を評価する際に、しばしばモバイルアプリやモバイル OSを起点とした関連市場の画定や
市場支配力の評価を行うことが必要とされる。デジタルプラットフォーム事業者の行為がもたらす

こととなる帰結は彼らのモバイル OSを利用する消費者やモバイルアプリ開発者の反応を考慮して
評価する必要があり、モバイルアプリ開発者の行為はモバイルアプリを利用する消費者や広告主な

どの需要者の反応を考慮して評価する必要があるからである。

*1 開発者アカウントの登録数は、モバイルアプリの開発を行う企業や開発者個人単位とは限らず、複数の企業が開発し
たモバイルアプリを登録するアカウントや、一つの企業が複数の開発者アカウントを管理している場合があり、経済
モデルにおける意思決定主体の数を必ずしも表さない。前者の事例としては、任天堂の開発者アカウントは任天堂自
身が開発したモバイルアプリであるスーパーマリオランアプリ (https://supermariorun.com/ja/、2022年 4月
15日アクセス。) と Cygamesの開発したドラガリアロストアプリ (https://dragalialost.com/jp/、2022年 4月
15日アクセス。) を配信している。Cygamesは自身の開発者アカウントも所有しており、例えばウマ娘プリティー
ダービーアプリ (https://umamusume.jp/、2022年 4月 15日アクセス。) などを配信しているパブリッシャーで
もある。後者の事例として、Match GroupはMeetic、OkCupid、Tinder Inc.などの開発者アカウントを所有し
ている。(https://mtch.com/jp/ourcompany、2022年 4月 15日アクセス。)
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その際には、モバイルアプリ経済特有の性質を考慮した経済分析が必要になる。具体的には、消

費者が特定のモバイルデバイスを購入してから特定のアプリを利用するまでの間のどのマージン

*2でモバイル OSやモバイルアプリ間の代替が生じうるのか、モバイルアプリ経済の外側に広がる
PCやゲームコンソールなどの隣接市場との間の競合は生じうるのか、モバイルアプリが直面する
消費者と広告主の両面性をどう考えればよいのか、その際に広告収益に依存する無料アプリなどの

複数のビジネスモデルをどう考慮すべきか、消費者と開発者に直面するデジタルプラットフォーム

の両面性などをどのように考慮すべきか、といった論点に対処する必要がある。

本稿では、モバイルアプリを起点とした経済分析を行うことで、モバイルアプリ経済における市

場画定や市場支配力の評価を行う方法を議論する。2節では、モバイルアプリ経済の概要を整理し、
デジタルプラットフォーム事業者や大規模アプリ開発者の市場支配力の評価が問題となった競争法

事例を議論することで、モバイルアプリ経済における市場画定と市場支配力の評価を行う上で重要

となる論点を整理する。この論点整理に基づき、3節では、プラットフォーム経済学の文献に基づ
き、モバイルアプリ経済における市場画定と市場支配力の評価の方法に関して理論的に考察する。

最後に、4節では、理論的考察を踏まえつつ、デジタルプラットフォーム事業者やモバイルアプリ
開発者に関する市場画定や市場支配力の評価を実証的に行うための方法を議論する。なお、本稿で

は上記論点に焦点をあて、モバイルアプリとモバイル OSの市場画定、市場支配力の評価につづく、
大規模アプリ開発者の行為やデジタルプラットフォーム事業者の行為の反競争性の経済分析につい

ては論じない。

2 制度的背景

本節ではモバイルアプリ経済の概要を記述する。本稿では「モバイルアプリ経済」という語を、

モバイルアプリ開発者がモバイルアプリを開発し、消費者がモバイルアプリを利用する際に必要な

全ての製品・サービス・経済主体を含んだ市場全体という意味で用いる。

最初に、モバイルアプリ経済の主要な構成要素を整理する。Competition and Markets Authority
(2021)の報告書によると、モバイルアプリ経済には主要な構成要素となる三つの製品群がある。一
つ目の製品群はモバイルデバイスである。本稿におけるモバイルデバイスとは、スマートフォンや

タブレット端末を含む、持ち運び可能かつインターネット接続が可能な端末を指す。二つ目の製品

群はモバイル OSである。本稿におけるモバイル OSとは、モバイルデバイスを用いてモバイルア
プリを利用するために必要なソフトウェアのことを指す。三つ目の製品群はモバイルアプリである。

本稿におけるモバイルアプリとは、デバイス上で一定の機能を果たすことができるソフトウェアの

ことを指す。

これら三つの主要な製品群に加え、モバイルアプリ経済が機能するための補助的なサービスが存

在する。一つが、消費者がデバイスにアプリをインストールするためのモバイルアプリ配信サービ

スである。もう一つが、モバイルアプリ開発者向けに収益化手段を提供するモバイルアプリ収益化

*2 本稿では選択行動の限界的な変化をマージンと記す。
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サービスである。

これらモバイルアプリ経済の外側に各製品群と潜在的に競合しうる隣接市場がある。モバイルデ

バイスの隣接市場としては、PC、ゲームコンソールなどのデバイス製品群が、モバイル OSの隣
接市場ではWindows、macOSやそれぞれのゲームコンソールの OSなどの OS製品群が、そして
モバイルアプリの隣接市場としてはウェブアプリ、ゲームソフトなどのアプリ製品群がある。モバ

イルアプリ配信サービスやモバイルアプリ収益化サービスに関しても、ゲーム配信プラットフォー

ム *3 、オンライン決済サービスなど、潜在的にはモバイルアプリ配信サービスやモバイルアプリ

収益化サービスと競合しうる隣接市場がある。

2.1 モバイルアプリ経済の構成要素

まず、本稿が対象とするモバイルアプリ経済の各構成要素の財と生産者について記述する。

�モバイルデバイス 本稿が分析対象とするモバイルデバイスはスマートフォンとタブレットであ

る。持ち運び可能なラップトップ PC、ゲームコンソールや持ち運びのできないデスクトップ PC、
ゲームコンソールなどのデバイスは本稿ではモバイルデバイスと潜在的に競合しうる隣接市場とと

らえる。

Gartnerによる 2020年の世界中のスマートフォン販売台数の調査では、Samsungが 18.8%の
シェアを有している。続いて Appleが 14.8%である。以下、Huaweiが 13.5%、Xiaomiが 10.8%、
OPPOが 8.3%と中国のスマートフォン生産者が続いており、その他生産者のシェアは 33.7%と
なっている。*4

IDCによる 2020年の日本のスマートフォン販売台数の調査では、iPhoneを生産する Appleが
47.3%のシェアを有しており、続く Sharp、Fujitsu、Samsung、Kyoceraのシェアの合計は 36.6%
となっている。日本市場では Appleと日本国内に本社機能を持つ生産者のシェアが高い。*5世界、

日本いずれもシェアで上位には入っていないが、Googleも Pixelブランドのスマートフォンを生
産している。*6

�モバイル OS モバイル関連市場における主要なモバイル OSの生産者は iOSを生産する Apple
と、Androidを生産する Googleである。

Appleは iOSを他の企業にライセンス供与しておらず、iOSは iPhone専用のモバイル OSとな
っている。*7 加えて、Appleは iPhoneに他のモバイル OSをインストールする機能を提供してい

*3 消費者がゲームプレイを YouTube等で配信するためのサービスを「ゲーム配信プラットフォーム」と呼ぶことがあ
る。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000082926.html、2022年 4月 15日アクセス。) 本稿で
はそれとは異なり、Epic Game Storeのような開発者がゲームソフトを配信するサービスを指している。

*4 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-02-22-4q20-smartphone-market-share-
release、2022年 4月 9日アクセス。

*5 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ47477421、2022年 3月 28日アクセス。
*6 https://store.google.com/jp/category/phones?hl=ja、2022年 4月 15日アクセス。
*7 Appleは iOSとは別に iPadOSや tvOSなど、デバイス毎に異なる名称の OSを生産している。iOSはバージョ
ン 12までは iPhoneと iPadにおいて利用可能な OSとされていたが、iOS13以降名称が分けられている。一方、
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ない。*8

Google は Android の一部をオープンソースプロジェクトの Android Open Source Project
(AOSP) *9 によって開発している。すなわち、Androidと呼ばれる OSは AOSPと Googleが自
社製品として開発した Google Mobile Services(GMS)を組み合わせたものである。AOSPは利用
条件に Apache 2.0ライセンス *10 を採用しているため、どの生産者も AOSPを一部に含んだモ
バイル OSを生産することができる。GMSは Googleが私的財産権を有しているソフトウェアで
あり、AOSPと GMSの組みあわせである Androidを利用するためには Googleからライセンス
を受ける必要がある。

AOSPに Google以外が作成したソフトウェア群を組み合わせたモバイル OSは Android Fork
と呼ばれる。例えば Amazonが生産している Fire OSは AOSPと自社開発の Amazon Appstore
などのアプリ群を組み合わせた Android Fork であり、同社のモバイルデバイス向けのモバイル
OSとして用いられている。*11

�モバイルアプリ 本稿におけるモバイルアプリとは、モバイルデバイスにインストールして利用

することができるネイティブアプリのことを指す。アプリの中には、ネイティブアプリ以外にもモ

バイルデバイスや PCのブラウザから利用することができるウェブアプリが存在する。このような
ウェブアプリについては、本稿ではモバイルアプリと潜在的に競合しうる隣接市場ととらえる。

モバイルアプリはモバイルアプリ開発者によって生産される。モバイルアプリ開発者の大半は、

モバイル OSを提供する生産者とは独立の主体としてモバイルアプリを開発しており、その規模は
大小幅広い。小規模なモバイルアプリ開発者に関しては、1節で述べたように、年間売上が 10万ド
ル未満の小規模な開発者アカウントが 10万以上おり、それら小規模生産者がモバイルアプリ開発
者の 97%を占めている。
大規模なモバイルアプリ開発者のうち、ダウンロード数や利用時間で上位に位置づけられるモバ

イルアプリを提供しているモバイルアプリ開発者としては、Facebook、WhatsApp、Instagramな
どの複数のソーシャルアプリを生産しているMetaや、Tinder、OkCupidなどの複数のマッチン
グアプリを生産しているMatch Groupなどがある。日本国内に拠点を置くモバイルアプリ開発者
としては、LINEアプリを生産する LINE株式会社が上位に位置づけられている。
モバイル OSを提供する生産者もモバイルアプリの開発を行っている。例えば、Appleは iOS、

Androidいずれにも Apple Musicアプリを提供している。*12 同様に、Googleは iOS、Android

利用規約や APIなどのドキュメントでは区別されていない。https://developer.apple.com/documentation/ios-
ipados-release-notes、2022年 4月 7日アクセス。

*8 iPhoneで Androidを動作させる Project Sandcastleが存在しているが、ハードウェアの機能全てを利用できて
いない。https://projectsandcastle.org/、2022年 4月 7日アクセス。

*9 https://source.android.com/license 、2022年 4月 7日アクセス。
*10 Apache 2.0 ライセンスとは、Apache Software Foundation(ASF) の定めるソフトウェアライセンスであり、
開発者は Apache 2.0 ライセンスによって提供されたソフトウェアを改変し、商用配布することができる。
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 、2022年 4月 7日アクセス。

*11 https://developer.amazon.com/ja/docs/fire-tv/fire-os-overview.html、2022年 4月 7日アクセス。
*12 https://www.apple.com/apple-music/ 、2022年 4月 9日アクセス。
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いずれにもモバイルアプリとして Gmailアプリを提供している。また、Googleは iOSのブラウ
ザ、Androidのブラウザの両方から利用可能なウェブアプリを提供している。*13このほかにもさ

まざまなモバイルアプリを Apple、Googleは提供している。

�モバイルアプリ配信サービス モバイルアプリ配信サービスとは、モバイルデバイスにモバイル

アプリを配信するサービスのことである。モバイルアプリを配信するためにはモバイルアプリ配信

サービスを利用する方法のほか、ウェブサイトやレポジトリからモバイルアプリを配信するサービ

ス、メールの添付ファイルとしてモバイルアプリを配信する方法などが存在する。*14

iOS と Android 向けの主要なモバイルアプリ配信サービスに Apple の App Store と Google
の Play Storeが存在する。*15 Competition and Markets Authority (2021)は iPhoneでは App
Storeのみが唯一認められたモバイルアプリ配信サービスであるとしている。*16 モバイル OSに
Androidを利用するモバイルデバイスには Googleの Play Storeアプリがプリインストールされ
ているが、モバイルデバイス生産者が独自のモバイルアプリストアを追加的にプリインストール

することもある。例えば、Competition and Markets Authority (2021) は Samsung が Galaxy
Storeをプレインストールしてモバイルデバイスを出荷していることを記している。また、消費者
はウェブサイトなどからモバイルアプリをダウンロードすることもできる。ただし、消費者がこれ

を利用するためには「提供元不明のアプリをインストールする」ことができるよう自ら設定を変更

する必要がある。*17

モバイルアプリストアはモバイルアプリ開発者向けにさまざまな付随サービスを提供している。

例えばモバイルアプリを宣伝するための広告サービスとして Apple Search Ads *18、Google アプ
リキャンペーン *19 などがある。

�モバイルアプリ収益化サービス モバイルアプリ収益化サービスとは、モバイルアプリを通じて

モバイルアプリ開発者が収益を得るためのサービスである。本稿で対象とするモバイルアプリ収益

*13 https://support.google.com/youtube/answer/3227660、2022年 4月 9日アクセス。
*14 Google は Android 向けモバイルアプリ配信方法として、アプリマーケット (本稿でのモバイ
ルアプリストア)、メールの添付ファイルによる配信、ウェブサイトでの配信を紹介している。
https://developer.android.com/distribute/marketing-tools/alternative-distribution、2022 年 4 月 15 日ア
クセス。

*15 国内のモバイルアプリストアのシェアは不明だが、Competition and Markets Authority (2021)は 2020年にイ
ギリスで iOS、Android、HMS、Fire OSを搭載したモバイルデバイスにおけるモバイルアプリ配信サービスシェ
アは Appleの App Storeがの 40-50%、Googleの Play Storeが 50-60%、その他のモバイルアプリストアから
のインストールが 0-5%としている。

*16 デバイス生産者が課した制約を回避してユーザが任意のアプリをインストールする手法を Jailbreak と
呼ぶ。2020 年 12 月に Apple によるソフトウェアの制約を回避して独自のモバイルアプリをインストー
ルする手法と、制約を回避した iOS 端末向けモバイルアプリを提供するモバイルアプリストアを提供し
ていた Cydia の開発者が Apple が iOS 端末向けモバイルアプリストアを排除したとして提訴している。
https://www.washingtonpost.com/technology/2020/12/10/cydia-apple-lawsuit/、2022 年 3 月 28 日アク
セス。

*17 https://developer.android.com/distribute/marketing-tools/alternative-distribution、2022年 4月 9日アク
セス。

*18 https://searchads.apple.com/jp、2022年 4月 9日アクセス。
*19 https://support.google.com/google-ads/answer/6247380、2022年 4月 9日アクセス。
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化サービスは、決済サービスと広告配信サービスである。具体的には、モバイルアプリ生産者は決

済サービスを用いて消費者に対して課金をしたり、広告配信サービスを用いて広告主にモバイルア

プリ内に設けた広告枠を販売することができる。ただし、消費者収入や広告収入以外の収入源や運

営目的をもっており、一切のモバイルアプリ収益化サービスを用いないモバイルアプリも存在して

いる。

本稿ではモバイルアプリをダウンロードする際にモバイルアプリ開発者が消費者に課金すること

をダウンロード課金と呼ぶ。また、アプリの利用に応じてモバイルアプリの中で課金をすることを

アプリ内課金と呼ぶ。Appleと Googleはそれぞれダウンロード課金、並びにアプリ内課金のため
のサービスを App Storeと Google Playの機能として提供している。*20

広告配信サービスはモバイルアプリの広告枠を収益化するサービスである。主なモバイルアプリ

広告配信サービスにはアドネットワークを用いた販売とリストプライスを設定した販売がある。

アドネットワークはモバイルアプリ開発者が設けた広告枠をオークションなどのアルゴリズム

*21 を用いて広告主に販売するサービスである。主要なアドネットワークには、モバイル OS生産
者によるものとして Googleの AdMobがある。*22 Appleは過去に iADとよばれるアドネットワ
ークを提供していたが、2016年にサービスを停止している。*23 モバイル OS生産者以外によるア
ドネットワークには adcolony、AppLovin、InMobiなどがある。*24 *25 上記 4つのアドネットワ
ークは Android、iOS両者の上で動くモバイルアプリに広告を配信することができるが、Android
のみを対象としたアドネットワークも存在する。*26

アドネットワークはモバイルアプリ利用者の個人情報を広告配信サービスのために利用してい

る。例えば、Googleの AdMobはアプリ内課金を多く利用するユーザに対して広告を少なく配信
し、アプリ内課金を多く利用しないユーザに対して広告を多く配信するスマートセグメンテーショ

ンサービス *27 や、同じモバイルアプリでもユーザの関心に応じて異なる広告を配信し、広告のク

*20 Apple の App Store Connect ヘルプには、アプリのダウンロード課金額は App Store のモバイルアプリ
開発者向け機能の App Store Connect によって定めることが記されている。https://help.apple.com/app-
store-connect/?lang=ja##/dev9fc06e23d、2022 年 4 月 14 日アクセス。Google の Play Store コンソー
ルヘルプの「お支払い」に、「Google Play で提供するアプリのダウンロードに課金する場合は、それらの
取引の支払い方法として Google Play の課金システムを使用しなければなりません。」と記されている。
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9858738、2022年 4月 14日アクセス。

*21 例えば AdMob はモバイルアプリ開発者が広告枠に受け入れる最低価格を決め、それを超える
価格で当該モバイルアプリの広告枠に入札した広告を表示するアルゴリズムを採用している。
https://support.google.com/admob/answer/3418058、2022年 4月 9日アクセス。

*22 https://developers.google.com/admob?hl=ja、2022年 4月 5日アクセス。
*23 https://developer.apple.com/news/?id=01152016a、2022年 4月 9日アクセス。
*24 Kawaguchi et al. (2022)は Adtapsyの公開していた AdMob、adcolony、AppLovin、InMobiのモバイルアプ
リ内広告価格を用いて広告枠販売によるモバイルアプリ収益化の分析を行っている。

*25 Business of Appsのウェブサイトには 2021年のトップアドネットワークとして 14のアドネットワークを挙げて
いる。https://www.businessofapps.com/ads/mobile-ad-network/、2022年 4月 9日アクセス。

*26 appbrain のウェブサイトには 40 以上の Android 向けアドネットワークとシェアが記載されている。
https://www.appbrain.com/stats/libraries/ad-networks、2022年 4月 9日アクセス。

*27 https://admob.google.com/intl/ja/home/resources/unlock-new-app-revenue-with-google-admob-smart-
segmentation/、2022年 4月 9日アクセス。
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リック率を向上するパーソナライズド広告サービス *28 を提供している。

リストプライス方式はモバイルアプリ開発者がモバイルアプリ内に設けた広告形態毎に価格を定

め、広告主に広告枠を販売する収益化方法である。リストプライス方式を採用しているのは、LINE
アプリ *29 やはてなブックマークアプリ *30 などの一定の集客力のあるモバイルアプリであること

が多い。

前述のとおりモバイルアプリの中には、主たる財・サービスが別にあり、その財・サービスの補

完財として提供されるものもある。そういったモバイルアプリは一切の収益化サービスを利用しな

いことがある。例えば、電気機器を操作するリモコンアプリ *31、銀行の残高照会や振込などがで

きるバンキングアプリ *32、チケット表示や旅行のスケジュール確認などができる交通系アプリ

*33 などである。新型コロナウイルス接触確認アプリの COCOA*34、NHKニュース・防災アプリ
*35 などの公共サービスの利便性を高めるモバイルアプリやモバイルアプリ収益化サービスを経ず

に外部で購入した雑誌、新聞、書籍、音声、音楽、映像などのコンテンツを表示するリーダーアプ

リ *36 もその類型に含まれる。

�Googleと Appleの垂直統合 以上のように、Appleはモバイルデバイスの iPhone、モバイル OS
の iOS、モバイルアプリ配信サービス App Store、モバイルアプリ収益化サービスにおける消費者
に対する課金サービスを同時に提供している。また、ペアレンタルコントロールソフト、ブラウザ

など一部のモバイルアプリも自身で提供している。

Googleはモバイル OSの Android、モバイルアプリ配信サービスの Google Play 、モバイルア
プリのうち幾つかの主要なモバイルアプリ、モバイルアプリ収益化サービスにおける消費者に対

する課金サービス、広告配信サービスなどを同時に提供している。Googleはモバイルデバイスの
Pixelを生産してはいるが、代表的な生産者として挙げられるほどのシェアを有していない。モバ
イル OSの Androidを構成する一部の要素はオープンソースであり、Google以外の他社が互換モ

*28 https://support.google.com/adspolicy/answer/143465、2022年 4月 9日アクセス。
*29 LINE Business Guide ( https://www.linebiz.com/jp/download/、2022年 4月 6日アクセス。)の中にさまざ
まな広告媒体が紹介されており、リストプライスによるものと、オークションによるものがともに紹介されている。
リストプライスの例として、LINEチラシは登録店舗数毎に月額で基本価格が 1,000円、従量価格として閲覧したお
気に入りユーザ毎に 30円、閲覧しなかったお気に入りユーザ毎に 10円が課されることが記されている。

*30 はてなメディアガイド ( https://hatenacorp.jp/ads、2022年 4月 6日アクセス。)のリストプライスは「はてな
ブックマークアプリ /総合/人気 3段目」は 1日 350,000円で 430,000インプレッションが期待されることが記さ
れている。

*31 リモコンアプリには HEOS アプリ (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dnm.heos.phone、
2022年 4月 14日アクセス)などが存在する。

*32 バンキングアプリにはしんきんバンキングアプリ (https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.shinkin.ib.banking、
2022年 4月 14日アクセス)などが存在する。

*33 交通系アプリにはANAアプリ (https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ana.android.tabidachi、
2022年 4月 14日アクセス)などが存在する。

*34 COCOA アプリ (https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar、2022 年 4 月
14日アクセス。)

*35 NHKニュース・防災アプリ (https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.news、2022年 4月
14日アクセス。)

*36 https://developer.apple.com/news/?id=grjqafts、2022年 4月 14日アクセス。
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バイル OSを作成することができる。

2.2 モバイルアプリ経済の消費者行動

次に、モバイルアプリ経済における消費者行動について記す。

�モバイルデバイス・モバイル OS 消費者は、モバイルデバイスを購入し、それを用いてモバイル

アプリを利用する。大半のモバイルデバイスは特定のモバイル OSと紐づいているため、消費者に
よるモバイルデバイス購入の意思決定はモバイル OS選択の意思決定と同時に行われる。
日本で利用されているスマートフォンの多くは Appleの iOS、もしくは Googleの Androidを
搭載している。2021年 2月のMMD研究所による 18歳から 69歳の 40,000人男女を対象とした、
携帯電話の利用に関する調査では、iPhoneの利用者が 41.0%、Androidの利用者が 45.8%となっ
ている。*37かつて支配的であった日本独自のモバイル OSを搭載したフィーチャーフォンのシェ
アは 6.8%まで落ちており、現在消費者が利用するモバイルデバイスのほとんどは iOS、もしくは
Androidを搭載したスマートフォンとなっている。
消費者がインターネットを利用する際には、PCなどの隣接市場の製品を利用することもできる。
総務省 (2021)による調査では、使用デバイスごとのインターネット利用の人口普及率はスマート
フォンが 68.3%、タブレット型端末が 24.1%となっている。モバイルデバイスは PCの 50.4%を
上回るインターネット利用のための主要デバイスになっている。

�モバイルアプリ・モバイルアプリ配信サービス モバイル OSを搭載したモバイルデバイスを保
有している消費者は、モバイルアプリ配信サービスを利用してモバイルアプリをインストールし、

当該モバイルアプリが提供するサービスを享受することができる。

消費者はモバイルアプリ配信サービスを利用してモバイルアプリのインストールを検討する際

に、キーワード検索・カテゴリによる分類・おすすめ機能などを用いてモバイルアプリを探すこと

ができる。ストア内では、モバイルアプリ開発者によるモバイルアプリの説明文や画像、アプリ内

課金の有無、広告の有無などに関する情報が得られる。また、利用者レビューを通じて、他の消費

者のモバイルアプリ利用経験に関する情報を得ることができる。

経済産業省が実施した消費者 3,000 人へのアンケート調査において、モバイルアプリストアを
利用するもののうち、最もよく利用するモバイルアプリストアとして Appleの App Storeを選ん
だ者が 49.5%、Googleの Play Storeを選んだ者は 46.5% であり、ほとんどの消費者は Appleか
Googleのモバイルアプリ配信サービスを主に利用している。*38 *39

*37 https://mmdlabo.jp/investigation/detail_1941.html、2022年 4月 9日アクセス。
*38 経 済 産 業 省 「第 2 回 デ ジ タ ル プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 透 明 性 ・ 公 正 性 に 関 す る モ ニ タ リ
ン グ 会 合」 資 料 1 デ ジ タ ル プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 利 用 事 業 者 向 け ア ン ケ ー ト 調 査 結 果」(
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_platform_monitoring/002.html、2022 年
4月 13日アクセス。) には消費者アンケート調査結果も含まれており、最もよく利用するモバイルアプリストアの単
一選択設問への選択率のあてはまるものはない選んだ者 36.6%を除いたモバイルアプリストア利用者を分母として、
App Storeを選んだ者 31.4%、Play Storeを選んだ者 29.5%を分子として算出した。

*39 Google のモバイルアプリ配信サービスのサービス名称は Google Play であるが、消費者向けサービスは Play
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消費者がモバイルデバイスを用いてインターネットサービスを利用するための方法には、モバイ

ルアプリの利用だけではなく、ブラウザを用いたウェブアプリの利用もある。ニールセンの調査に

よれば、2019年 12月の日本におけるスマートフォンの利用時間のうち、モバイルアプリが 92%
を、ブラウザが 8%を占めており、消費者がインターネットサービス利用する主要な手段はモバイ
ルアプリとなっている。*40

�モバイルアプリ収益化サービス 消費者はモバイルアプリ配信サービスを利用する際に、有料の

モバイルアプリであれば初回のダウンロード時にダウンロード課金サービスを通じてモバイルアプ

リ開発者に対価を支払う。App Storeや Play Storeでは、モバイルアプリのダウンロード権はモ
バイルアプリストアのアカウントによって管理され、一度あるモバイルアプリを購入したアカウン

トであれば、複数の端末から何度でも当該のモバイルアプリをダウンロードできる。*41

消費者は、アプリ内課金を提供しているアプリに対しては課金サービスを利用することで機能

制限を除去したり追加的サービスを享受することができる。前者の例として音楽ストリーミング

アプリの Spotifyアプリ、後者の例としてゲームアプリの Fortniteアプリやマッチングアプリの
Tinderアプリなどが挙げられる。

2.3 利用者としてのモバイルアプリ開発者

モバイルアプリ開発者はモバイルアプリ配信サービスやモバイルアプリ収益化サービスの利用者

でもある。本節ではモバイルアプリ配信サービスやモバイルアプリ収益化サービスにおいてモバイ

ルアプリ開発者が行う行動について記す。

�モバイルアプリ配信サービス モバイルアプリ開発者はモバイルアプリをモバイルアプリストア

に掲載する際に、自らカテゴリを設定し、説明文や画像などによってモバイルアプリの機能を記述

し、ダウンロード価格を定めることができる。*42

モバイルアプリ開発者はモバイルアプリストアが提供する消費者に見つけやすくするための広告

サービスを利用することができる。モバイルアプリ開発者はモバイルアプリストア以外の場での広

告も利用しており、例えばテレビコマーシャルを利用したり、*43 ウェブサイトにモバイルアプリ

Storeアプリを通じて提供されるため、消費者行動を記述するときは Play Storeとしている。
*40 https://www.netratings.co.jp/news_release/2020/03/Newsrelease20200324.html、2022 年 3 月 28 日アク
セス。

*41 購 入 し た モ バ イ ル ア プ リ の ダ ウ ン ロ ー ド に 関 す る Google Play の 説 明
(https://support.google.com/googleplay/answer/113410、2022 年 4 月 13 日アクセス。) と購入したモ
バイルアプリのダウンロードに関する App Storeの説明 (https://support.apple.com/ja-jp/HT211841、2022
年 4月 13日アクセス。)に再ダウンロードが可能と記されている。

*42 Google Play は 「ア プ リ を 作 成 し て 設 定 す る」(https://support.google.com/googleplay/android-
developer/answer/9859152、2022 年 4 月 9 日アクセス)、App Store は「プロダクトページの作成」
(https://developer.apple.com/jp/app-store/product-page/、2022 年 4 月 9 日アクセス。) にそれぞれモバ
イルアプリアップロード時に提出する情報について記されている。

*43 ス マ ー ト ニ ュ ー ス は モ バ イ ル ア プ リ の TVCM を し て い る こ と を プ レ ス リ リ ー ス し て い る。
https://about.smartnews.com/ja/2021/02/16/20210216/、2022年 4月 9日アクセス。
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ストアへのリンクを表示し、モバイルアプリストアのモバイルアプリページへと消費者を誘導する

こともできる。*44

�モバイルアプリ収益化サービス モバイルアプリ開発者は消費者への課金や広告販売などのモバ

イルアプリの収益化サービスからモバイルアプリの収益化をすることができる。消費者へ課金する

場合、モバイルアプリ開発者はモバイルアプリのダウンロード時の価格を定めるほか、モバイルア

プリ内で販売する追加的サービスの価格を定めることができる。*45 モバイルアプリ開発者がアド

ネットワークを利用する場合、アドネットワークの提供するソフトウェア開発キット (Software
development kit: SDK) を利用することでモバイルアプリに広告枠を設ける事ができる。*46 い

ずれの収益化方法もモバイルアプリ開発者によって広く利用されており、例えばGhose and Han
(2014)が分析したモバイルアプリのサンプルでは、47%のモバイルアプリがアプリ内課金を行っ
ており、66%のモバイルアプリがモバイルアプリ内広告を表示している。
モバイルアプリストアではダウンロード価格のみならず、アプリ内課金の有無が表示される。

Googleは Play Storeにおいて広告を表示するモバイルアプリには「広告有り」タグを表示すると
しているが、*47 Appleの App Storeにはモバイルアプリが広告を表示するか否かに関する情報は
無い。一方、モバイルアプリストアには消費者のレビューがあり、しばしば広告が煩わしい旨が記

されているため、消費者は広告の有無について部分的な情報を得ることができる。*48

2.4 特定デジタルプラットフォーム

モバイル OS を提供し、モバイルアプリ経済のさまざまな財・サービスを垂直統合している
Apple と Google はモバイルアプリ経済における特権的な生産者である。日本では 2021 年より
「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」において、Apple と

Google の二社がモバイルアプリストアの領域における「特定デジタルプラットフォーム提供者」
として指定されている。また、欧州委員会で審議されている Digital Markets Act (DMA)ではモ
バイルアプリストアとモバイル OSが同法の規制対象となる “core platform service”とされてい
る。*49 本稿ではこれらを参考に、Appleと Googleを合わせてモバイルアプリ経済における「デ

*44 スマートニュースはウェブサイトのトップページにモバイルアプリのバナーとモバイルアプリストアへのリンクを表
示している。https://www.smartnews.com/ja/、2022年 4月 9日アクセス。

*45 Google Play の 価 格 設 定 に つ い て は 「ア プ リ の 価 格 を 設 定 す る」
(https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6334373、2022 年 4 月 9 日 ア ク
セス) に記されている。App Storeの価格設定については「App の価格の設定」(https://help.apple.com/app-
store-connect/?lang=ja/dev9fc06e23d、2022年 4月 9日アクセス) に「価格表」の中から価格を選ぶ旨が記さ
れている。

*46 AdMobの SDKはGoogle Mobile Ads SDK( https://developers.google.com/admob、2022年 4月 9日アク
セス。)から入手する事ができる。

*47 https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9859455、2022年 4月 9日アクセス。
*48 例えばApp Storeの LINEアプリの製品ページ ( https://apps.apple.com/jp/app/line/id443904275、2022年

4月 9日アクセス。) では、広告に関するモバイルアプリストアやモバイルアプリ開発者からの情報提供は無いが、
「広告ばかりで使いづらい」とのユーザレビューが掲載されている。

*49 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM:2020:842:FIN、2022年 4月 9日アクセス。

12

https://www.smartnews.com/ja/
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6334373
https://help.apple.com/app-store-connect/?lang=ja##/dev9fc06e23d
https://help.apple.com/app-store-connect/?lang=ja##/dev9fc06e23d
https://developers.google.com/admob
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9859455
https://apps.apple.com/jp/app/line/id443904275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM:2020:842:FIN


ジタルプラットフォーム事業者」と呼ぶ。

この二社の行為のうちモバイルアプリ経済において潜在的に反競争的になりうるものについて整

理する。

2.4.1 モバイルアプリ配信における行為

デジタルプラットフォーム事業者はモバイルアプリ配信サービスの利用規約を用いてモバイルア

プリ開発者の行動を制限している。Appleは「安全性」「パフォーマンス」「ビジネス」「デザイン」
「法的事項」の 5つのセクションからなる App Store Review ガイドラインによって、モバイルア
プリ開発者が配信できるモバイルアプリに制限を加えている。Appleは同ガイドラインにおける注
意点として、「子どもの安全」「品質とユーザーの多様な意見への敬意」「システムに対する不正」な

どを配信を拒否する理由として挙げていることがあげられる。*50 Googleは「モバイルの望ましく
ないソフトウェア」を定義し、モバイルアプリ生産者が配信するアプリが満たすべき事項として、

「透明性の高い動作と明確な開示」「ユーザーデータの保護」「モバイルエクスペリエンスへの悪影響

を防止」を掲げている。*51

デジタルプラットフォーム事業者はモバイルアプリ配信サービスの利用規約を変更することで特

定のアプリを排除することができる。例えば、Appleは、iOS12にスクリーンタイム監視機能を実
装した際に、モバイルアプリストアから多数の競合モバイルアプリを削除したことがあり、米国の

公聴会で調査を受けた。*52

デジタルプラットフォーム事業者はモバイルアプリ配信事業とモバイルアプリ事業を共に運用し

ていることから、モバイルアプリ配信サービスにおいて自社のモバイルアプリをモバイル OSに抱
き合わせたり、自社を他社よりも優先して消費者に表示したり、他のモバイルアプリ開発者の売上

を観察して自社のモバイルアプリ開発に利用することができる。このような行為は「自己優遇」と

呼ばれている。*53

2.4.2 モバイルアプリ収益化における行為

デジタルプラットフォーム事業者は自社のモバイルアプリ配信サービスを利用して配信された

アプリにおけるアプリ内課金に、自社のモバイルアプリ収益化サービスの利用を義務づけている。

Appleは App Store Reviewガイドラインでモバイルアプリ独自の決済手段を用いることを禁じ
ている。*54 Googleはデベロッパープログラムポリシーの「お支払い」において、アプリ内課金で

*50 App Store Review ガ イ ド ラ イ ン の 「は じ め に」 に 上 記 セ ク シ ョ ン、 注 意 点 が 記 さ れ て い る。
(https://developer.apple.com/jp/app-store/review/guidelines、2022年 4月 14日アクセス。)

*51 https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9970222?hl=jaref_topic=9969691、
2022年 4月 14日アクセス。

*52 https://techcrunch.com/2020/07/29/apple-ceo-tim-cook-questioned-over-app-stores-removal-of-rival-
screen-time-apps-in-antitrust-hearing/、2022 年 3 月 28 日アクセス。

*53 自己優遇に関する事例は 橘高 et al. (2022)を参照。
*54 https://developer.apple.com/jp/app-store/review/guidelines、2022年 4月 9日アクセス。
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は Google Playの課金システムを使用する必要があるとしている。*55 一方で、Google Playでは、
Google Playからダウンロードしたアプリのアプリ内課金についても外部の決済システムを利用で
きるサービスを 2022年 3月 23日から Spotifyと提携して実験的に開始している。*56

さらに、デジタルプラットフォーム事業者はモバイルアプリ配信サービス利用者に対して指定し

た決済手段の迂回を禁じるアンチステアリング条項を設けている。モバイルアプリ経済におけるア

ンチステアリング条項とは、モバイルアプリ内にウェブアプリへのリンクを張る、もしくはモバイ

ルアプリ利用者に対して文章や画像などにより、モバイルアプリをウェブアプリに代替することを

促すことを禁止する条項である。

Appleは App Store Reviewガイドラインで Appleの規約によってリーダーアプリとして認め
られるアプリ以外については、「ユーザーを何らかの購入に誘導するボタン、外部リンク、その他

の機能」をアプリに含めることを禁止している。*57 リーダーアプリに対する例外措置は、公正取

引委員会が 2021年 9月 2日に公表した審査の過程においてアップルからガイドラインの改定の申
し出があったことに沿う形で 2022年 3月 30日に設けられた措置である。*58 *59 *60

Googleはデベロッパープログラムポリシーにおいて、「第 3項および第 8項に記載の条件に該当
する場合を除き、アプリは Google Playの課金システム以外の支払い方法にユーザーを誘導する
ことはできません」としている。第 3項はアプリ内課金の利用を認めないアプリの定めであり、物
販を行うアプリなどが定められている。第 8項は韓国のユーザからの取引を行う場合に設ける外部
決済導入のための手続きの定めである。*61

デジタルプラットフォーム事業者の上記の行為によって利用を強制されているモバイルアプリ

配信サービスでは、ダウンロード課金、アプリ内課金に一律の手数料を設けている。2022年の 3
月時点では、小規模事業者への割引やサブスクリプション型サービスなどの例外を除いて Apple、
Googleともに手数料率を 30%に設定している。*62 これは Epic Game Storeの 12%や過去に日
本で広く利用されていた iモードの決済代行手数料率 9%よりも高い。
なお、Appleは App Storeの利用ルールにおいて、モバイルアプリ開発者が任意の価格を設定
することを認めておらず、モバイルアプリ開発者は Appleの設定した価格表から価格を選ぶよう
定めている。*63

*55 https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9858738、2022年 4月 9日アクセス。
*56 https://android-developers.googleblog.com/2022/03/user-choice-billing.html、2022年 4月 9日アクセス。
*57 https://developer.apple.com/jp/app-store/review/guidelines、2022年 4月 14日アクセス。
*58 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/sep/210902.html、2022年 4月 14日アクセス。
*59 https://developer.apple.com/jp/news/?id=grjqafts、2022年 4月 14日アクセス。
*60 https://developer.apple.com/jp/support/reader-apps/、2022年 4月 14日アクセス。
*61 https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9858738、2022年 4月 14日アクセス。
*62 Apple の手数料については「App Store の標準手数料率」が 30% である事が以下のサイトで
確認できる。https://www.apple.com/jp/newsroom/2020/11/apple-announces-app-store-small-business-
program/、2022 年 4 月 14 日アクセス。Google の手数料については以下のサイトで確認できる。
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622?hl=ja、2022年 4月 14日アク
セス。

*63 設 定 可 能 な 価 格 は 不 定 期 に 更 新 さ れ る 価 格 帯 チ ャ ー ト と し て 公 表 さ れ て い る。
https://developer.apple.com/jp/news/?id=09232019a、2022年 4月 9日アクセス。

14

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9858738
https://android-developers.googleblog.com/2022/03/user-choice-billing.html
https://developer.apple.com/jp/app-store/review/guidelines
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/sep/210902.html
https://developer.apple.com/jp/news/?id=grjqafts
https://developer.apple.com/jp/support/reader-apps/
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9858738
https://www.apple.com/jp/newsroom/2020/11/apple-announces-app-store-small-business-program/
https://www.apple.com/jp/newsroom/2020/11/apple-announces-app-store-small-business-program/
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622?hl=ja
https://developer.apple.com/jp/news/?id=09232019a


Appleは広告配信に利用する個人データの収集と利用に、アプリやウェブを跨いでユーザを追跡
する場合に個別のアプリに対してユーザの許可を求める App Tracking Transparency APIの利用
を義務づけている。*64

Googleは 2022年 2月 17日に、従来のウェブやアプリを跨いだユーザ追跡に基づく手法に代わ
る、新たな広告配信ソリューションであるプライバシーサンドボックスを今後複数年に渡って開発

していくことをアナウンスしている。これは既存の広告配信サービスの修正、もしくは代替を必要

とするため、業界関係者や政府との連係によって取り組みを進めるとしている。*65

2.5 モバイルアプリ経済における市場支配力評価の課題

モバイルアプリ経済で Appleや Googleなどのデジタルプラットフォーム事業者の行為を評価
するためには、いくつかの段階を踏んで経済分析を行う必要がある。

まず必要となるのは、消費者や広告主といったモバイルアプリの需要者からみてモバイルアプリ

という財がモバイルアプリ経済およびその隣接市場のなかでどのようにみえているか、という点の

分析である。次に、そのような需要者の獲得を目指してモバイルアプリ開発者からみてモバイルデ

バイスやモバイル OSという財がモバイルアプリ経済およびその隣接市場のなかでどのようにみえ
ているか、という分析が必要である。最後に、そうしたモバイルアプリの需要者やモバイルアプリ

開発者の反応を見越して、Appleや Googleなどのデジタルプラットフォーム事業者が、自らの行
為の帰結をどのように評価・利用しているか、という分析が必要になる。

この種の経済分析を特定の案件においてどの段階まで進めるにせよ、モバイルアプリを起点とし

た市場画定と市場支配力の評価は必須条件である。しかし、この最初の経済分析の段階で、いくつ

かのモバイルアプリ経済特有の問題が立ちはだかっている。以下、具体的な競争法事例を紹介しつ

つ、課題を明らかにしたい。

�公正取引委員会による Zホールディングス株式会社及び LINE株式会社の経営統合に関する審査
2020年 8月、公正取引委員会は、Zホールディングス株式会社と LINE株式会社の経営統合につ
いて審査を行い、合併を認めることとした。*66

当該会社グループはモバイルアプリ開発者である。Z ホールディングス株式会社は最終親会
社であるソフトバンクグループ株式会社のグループ企業であり、子会社のヤフー株式会社が

Yahoo!JAPAN アプリにてニュース配信機能などを提供しているほか、ニュース配信アプリの
Yahoo!ニュースアプリを提供している。また、子会社の PayPay株式会社がコード決済アプリの
PayPayアプリを生産している。LINE株式会社は最終親会社である NAVER Corporationのグル

*64 App Store Review ガ イ ド ラ イ ン 「5.1.2 デ ー タ の 使 用 と 共 有」 に 制 約 が 記 さ れ て い る。
https://developer.apple.com/jp/app-store/review/guidelines/、2022年 4月 14日アクセス。

*65 プライバシーサンドボックスはユーザ追跡に代わる幾つかの技術の総称であり、どのような技術によってそれを実現
するかも検討段階にある。https://japan.googleblog.com/2022/02/privacysandboxonandroid.html、2022年
4月 14日アクセス。

*66 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/aug/200804.html、2022年 3月 28日アクセス。
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ープ会社であり、LINEアプリにてメッセージング機能やニュース配信機能を提供しているほか、
子会社の LINE Pay株式会社がコード決済アプリの LINE Payアプリを生産している。
日本市場において Zホールディングス株式会社と LINE株式会社はいずれも影響力の大きいモ
バイルアプリ開発者である。AppAnnie (2020)による 2019年の月間アクティブユーザ数のランキ
ングでは、LINE株式会社が提供する LINEアプリは非ゲームアプリ内で 1位であり、Zホールデ
ィングス株式会社が提供する Yahoo!JAPANアプリ、Yahoo!天気アプリ、Yahoo!Japan Transit
アプリがそれぞれ非ゲームアプリ内で 4位、6位、9位である。
審査において公正取引委員会は当該会社グループが競合または取引関係にある分野として「ニュ

ース配信事業」、「広告関連事業」、「コード決済事業」それぞれにおいて関連市場の画定を行った。

いずれにおいても、事業の性質やヒアリングから需要の代替性と供給の代替性を検討し、ニュース

配信事業では「無料ニュース配信事業」を、広告関連事業では「非検索連動型広告事業」と「広告

主・広告代理店を需要者とする特定デジタル広告仲介サービス」と「媒体社を需要者とする特定デ

ジタル広告仲介サービス」を、コード決済事業では「消費者を需要者としたコード決済事業」と

「加盟店を需要者としたコード決済事業」を、関連市場として画定している。また、Zホールディン
グスと LINEが単一のモバイルアプリ開発者としてモバイルアプリ群を提供するようになること
がモバイルアプリの競争に与える影響や、そのことが垂直的関係にあるモバイルアプリ収益化サー

ビスに及ぼす影響については分析されなかった。

公正取引委員会は上記の市場画定の結果を踏まえ、「ニュース配信事業」及び「広告関連事業」に

おいては特段の措置無しに、「コード決済事業」においては当該会社グループが申し出た措置を前

提とすれば、競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断し、合併を承認している。

この合併審査では、第一に「ニュース配信事業」と「広告関連事業」という両面市場に直面するモ

バイルアプリという財や「消費者」「加盟店」という両面市場に直面するコード決済サービスの市場

画定が課題となった。公正取引委員会はニュース配信事業・広告関連事業あるいは消費者を需要者

としたコード決済事業・加盟店を需要者としたコード決済事業のそれぞれに関して、個別に市場画

定を行った。しかし、モバイルアプリのような消費者と広告主の複数の市場に直面する財・サービ

スの市場画定と市場支配力の評価を行う際は、これら複数の事業の市場支配力を同時に評価する必

要がある。第二に、「コード決済事業」という、通常のモバイルアプリとは収益構造が異なるうえに、

クレジットカードなど、モバイルアプリ経済の外側にある隣接市場との競合性の評価が課題となっ

た。こうした状況で市場画定や市場支配力の評価をどう行うべきかについての議論が必要である。

�カリフォルニア州地裁における Apple Inc 対 Epic Games Inc 裁判 二つ目は、Epic Games が
Appleの App Storeにおける行為について反トラスト法違反として訴えた事例である。Appleが
提供する財・サービスの独占的地位の有無が争点となった。

2020年 8月に Epic Gamesは、Appleの App Storeがアプリ内課金に対して徴収する 30%手
数料ルールと Apple以外の決済システムの利用を禁止するルールが反トラスト法およびカリフォ
ルニア州不正競争防止法に違反しているとの訴えを起こした。*67 Epic Gamesは、Appleがモバ

*67 https://cand.uscourts.gov/cases-e-filing/cases-of-interest/epic-games-inc-v-apple-inc/、2022年 3月 28日
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イルアプリ配信市場とアプリ内決済市場で独占力を行使していると主張し、そうした独占力によっ

て維持されている高い手数料が、モバイルアプリの価格上昇や、開発費の減少によるモバイルアプ

リ開発者によるイノベーションの停滞などを招いていると主張した。

本件では、Appleが独占的地位を有しているか否かが一つの争点となった。Epic Gamesはモバ
イル OS全体を一次市場 (foremarket)、モバイルアプリ配信サービスとモバイルアプリ収益化サー
ビスを二次市場 (aftermarket)と区別した。その上で、Appleは一次市場において独占的地位は有
してはいなくとも、二次市場のうち iOSアプリ配信市場と iOSアプリ支払い処理サービス市場の
それぞれが関連市場をなしており、これらの二次市場において Appleは独占力を行使していると
主張した。一方、Appleはモバイルアプリ配信サービスにおいてデジタルモバイルゲーム、PCゲ
ーム、コンソールゲーム、クラウドゲームストリーミングを含むビデオゲーム市場全体が関連市場

であると主張した上で、Appleはモバイルアプリ配信サービスやモバイルアプリ収益化サービスに
おける独占者ではないと主張した。また、30%の手数料水準については、安全な取引を確保するた
めには必要な手数料であると主張した。

関連市場の画定については、消費者によるスマートフォン選択や、複数のゲーム機保有者による

ゲーム利用の代替性の存在または不存在を示すために、いずれの陣営も経済学者、経営学者による

データ分析を伴った専門家証言を用いたが、裁判官は Epic Games、Appleいずれの側の専門家証
言も妥当性に欠けているとして、関連市場の画定においてどちらの結論も採用しなかった。

2021年 9月、カリフォルニア北地区の米連邦地裁は、Epic Gamesによる二次市場という市場
画定を退けた上で、Appleによるビデオゲーム市場という市場画定をより細分化した。具体的に
は、App Store の関連市場を Apple の App Store、Google の Google Play Store、Samsung の
Samsung Galaxy Storeなどからなる「デジタルモバイルゲーム取引市場」と画定し、この市場に
おいて Appleに独占的地位はないと判断した。また、モバイルアプリ収益化サービスについても、
「デジタルモバイルゲーム取引市場」には代替的なストアがあり、アプリ内課金においても競争が

存在するとした。

以上の市場画定と市場支配力の評価に関する判断とは無関係に、Appleによるアンチステアリン
グ条項に関してはカリフォルニア州不正競争防止法に違反しているとし、問題解消措置として外部

決済機能を備えたウェブサイトに誘導するようなリンクをモバイルアプリに含める行為 (アウトリ
ンク) を認めるよう Appleに命令した。
この事例では、市場画定にあたりスマートフォン間の代替性やスマートフォンとゲーム機の間の

ゲーム利用の代替性などが争われた。このように、異なるモバイルデバイス・モバイル OS間での
代替性や、隣接市場に属する異なるモバイルデバイス・モバイル OS上のソフトウェアとの代替性
も含めてモバイルアプリの市場画定を行う際は、デバイス選択、OS選択、アプリ利用選択などの
複数のマージンで代替性を評価する必要性がある。モバイルアプリ経済内の複数のモバイルデバイ

ス間、モバイルアプリ経済外のモバイルデバイスとの競合の評価が必要という点では、Zホールデ
ィングス株式会社と LINE株式会社のコード決済事業の市場画定の問題と共通しているものの、考

アクセス。
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慮すべき需要者 (消費者・広告主あるいは消費者・加盟店)や収益構造 (消費者課金・広告収入ある
いは消費者課金・加盟店手数料)は異なっている。

�オランダ消費者競争当局による Appleに対する件 2021年 8月 24日、オランダ消費者競争当局
(The Netherlands Authority for Consumers and Markets: オランダ ACM) は Appleによるデ
ーティングアプリ開発者に対するアンチステアリング条項は非合理的な条件であり、支配的地位の

濫用であるとして、Appleのオランダ競争法・欧州競争法違反を認定した。これに対して、Apple
はオランダ ACMの決定の差し止めに係る訴えをロッテルダム地方裁判所に提起したが、同年 12
月 24日、裁判所は Appleの請求を退ける判決を下した。オランダ ACMは以下のような事実から、
iOSアプリ配信市場を関連市場としたうえで、Appleはこの市場において単一のアプリ配信事業者
であることから、支配的地位を有していると判断した。*68

オランダ ACMは、デーティングアプリ開発者にとって iOSと Android両者へのマルチホーミ
ングが必須になっていると判断し、その事実判断をモバイルアプリ配信サービス市場の市場画定の

根拠としている。オランダ ACMは、マルチホーミングが必須となっていると判断した理由として
以下のような事情を挙げている：1) デーティングアプリにおいてはほかの利用者とのマッチング
率の向上という直接ネットワーク効果が重要な意義をもつため、できる限り多くの利用者にモバイ

ルアプリを提供する必要があり、2) デーティングアプリを利用している消費者の多くが iOSある
いは Androidのいずれかのモバイル OSにシングルホーミングをしているため、多くの利用者を
得るためにはマルチホーミングが必要不可欠になっている。また、実態はともかくとして、多くの

消費者がデーティングアプリによって出会える相手はモバイルアプリをダウンロードしたモバイル

アプリストアの属するモバイル OSに限らず他のモバイル OSからモバイルアプリを利用している
利用者とも出会えると認識しているため、直接ネットワーク効果を得るためには両モバイル OSに
またがった利用者の獲得が必要であるとも指摘している。デーティングアプリ開発者にとってマル

チホーミングが必要不可欠であることが iOSアプリ配信市場を関連市場と認めるうえでどのよう
な意義を持つのかについてはオランダ ACMの決定では明示的に述べられていない。おそらく、モ
バイルアプリ開発者がマルチホーミングをしている状況下では iOSか Androidかという代替性が
存在しないという点を考慮したものと考えられる。

オランダ ACMは Appleが iPhoneなどの Appleのデバイスにおいて App Store以外のモバイ
ルアプリ配信サービスの利用を認めていないことから、デジタルコンテンツとサービスに対する支

払いを選ぶ自由を制約していることが市場支配力の濫用にあたると認定した。

オランダ ACMは、デーティングアプリにおけるモバイルアプリ収益化サービスに競争を導入す
るため、App Storeの決済システム以外の決済システムが利用できるようにすること、デーティン
グアプリ開発者がそのモバイルアプリにおいてモバイルアプリ外の決済手段を紹介できるようにす

ること、の 2点を問題解消措置として求めた。
この事例では、消費者によるシングルホーミングが開発者のマルチホーミングを必須とし、それ

*68 https://www.acm.nl/en/publications/summary-decision-abuse-dominant-position-apple、2022年 3月 28
日アクセス。
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がモバイル OS間の開発者を巡る競争を弱めるという議論が市場画定の際の中心的な役割を果たし
た。このように、消費者および開発者のホーミング構造が市場画定において重要な役割を果たすこ

ともあるため、消費者および開発者のホーミング構造を考慮に入れた市場画定と市場支配力の評価

が必要になる。

�課題 以上の議論を踏まえ、以下の理論的考察の章では、消費者や広告主から見たモバイルデバイ

ス・モバイル OS・モバイルアプリの代替性、開発者から見たモバイルデバイスやモバイル OSの
代替性について議論する。具体的には、消費者の意思決定をモバイル OS選択とモバイルアプリ利
用の二つに区別し、開発者の意思決定をモバイルアプリ開発とモバイルアプリ収益化の二つに区別

した上で、それぞれの意思決定における代替の可能性について議論する。その上で、モバイルアプ

リ開発者が広告市場で市場支配力を保有している際に考慮すべき論点、モバイル OSの両面性につ
いて考慮すべき論点、そして消費者のホーミング構造が各意思決定に及ぼす影響などの補足的な論

点について整理する。

そして、実証的方法の章では、モバイルアプリ経済の経済分析の起点としてのモバイルアプリの

市場画定と市場支配力の評価の方法を提案する。その際、制度的背景や理論的考察を踏まえ、モバ

イルアプリの両面性や、ブラウザ、コンソールゲームなどの隣接市場との潜在的な競合の可能性と

課題に答えるためにはどうした方法が必要になるかを議論する。なお、本稿では、モバイルアプリ

の市場画定と市場支配力の評価に焦点をあて、デジタルプラットフォーム事業者の行為の反競争性

の評価については稿を改めて論じたい。

3 理論的考察

2節の課題整理に基づき、本節では、モバイルアプリ経済における市場画定と市場支配力の評価
を行う際に関連する、消費者と開発者の行動に関する理論的性質を考察する。

モバイルアプリ経済や、より一般にプラットフォーム・両面市場の研究分野では、消費者や開発

者の行動を、プラットフォーム上での活動を行う権利を取得するための参加 (membershipまたは
access)と、プラットフォーム内での活動を行う利用 (usageまたは trade)と区別することがある
(e.g., Rochet and Tirole, 2006; Gans, 2012; Gaudin and White, 2021)。本稿では、モバイル OS
並びに隣接市場の OSをプラットフォームとして取り扱い、既存研究の区別に則って消費者と開発
者の参加・利用行動を整理する。

本稿では、消費者の参加・利用行動を「OS選択」と「アプリ利用」と呼ぶ。OS選択とは、消費者
がアプリの利用手段を獲得する行為であり、具体的には2節の「モバイルデバイス」「モバイル OS」
の各製品群、もしくは PC、ゲームコンソールなどの「モバイルデバイス」「モバイル OS」それぞ
れの隣接市場の製品群からどの財・サービスを選択するかという意思決定である。アプリ利用とは、

消費者がプラットフォーム内のアプリ配信サービスを用いてアプリをダウンロードし、利用するこ

とを指す、2節の「モバイルアプリ配信サービス」のどの製品群を通じてどのモバイルアプリある
いはウェブアプリなどの隣接市場に含まれる財・サービスを選択するかという意思決定である。
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図1 典型的なホーミング構造。消費者から OSへの矢印は、当該 OSの選択を表す。開発者か
ら OSへの矢印は、当該 OS対応アプリの開発を表す。

アプリ開発者による参加・利用行動を、本稿では「アプリ開発」と「アプリ収益化」と呼ぶ。アプ

リ開発とは、アプリ開発者が特定の OSに対応するアプリを開発する行為であり、具体的には iOS
対応アプリ、Android対応アプリ、ウェブアプリなどを開発する行為を指す。アプリ収益化とは、
特定のアプリについて、決済サービス・広告配信サービスなどのアプリ収益化サービスを用いて収

益化方法を決める意思決定である。

消費者のOS選択・アプリ利用と、開発者のアプリ開発・アプリ収益化の形態は、消費者と開発者
全体のホーミング構造に依存する (e.g., Lee, 2013; Anderson et al., 2018; Bakos and Halaburda,
2020; Liu et al., 2021)。すなわち、消費者の意思決定は開発者が単一の OSに対応するアプリしか
開発しないか (シングルホーミング)複数の OSに対応するアプリを開発するか (マルチホーミン
グ)に依存し、開発者の意思決定は消費者が単一の OSしか選択しないか (シングルホーミング)複
数の OSを選択するか (マルチホーミング)に依存する。次節では、モバイルアプリ経済における
典型的な状況として、図1のように、消費者がシングルホーミングし、開発者がマルチホーミング
する状況を想定しながら、消費者と開発者の意思決定に関する理論的考察を行う。*69

その後、消費者によるマルチホーミングなどの追加的な要素が加わった際のプラットフォーム利

用の変化について適宜議論する。

3.1 消費者による OS選択・アプリ利用

消費者による OS選択とアプリ利用の意思決定について議論する。前述の通り、消費者の意思決
定を議論する際には、消費者はシングルホーミングを行い、アプリ開発者はマルチホーミングする

という前提の下で議論を進め、後にホーミング構造が異なる場合の含意について議論する。

�OS選択 まずは OS選択について議論する。2節で整理したように、現状のモバイルアプリ経済
では、消費者がモバイルデバイスを選択すればモバイル OSも自動的に決定される。これは、隣接
市場においても同様である。よって、消費者は OS を搭載したデバイスを所持することで、当該

*69 実際、Bresnahan et al. (2015)による米国の 1,231モバイルアプリのサンプルの調査では、64%のモバイルアプ
リがマルチホーミングしていることが分かっている。
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OS対応のアプリを利用できる。
消費者が OS所持から得られる効用は、当該 OS対応アプリから得られる効用の期待値から構成
される。より具体的には、消費者がある OS対応デバイスを所持することから得られる効用は、当
該 OS対応のアプリの数・価格・品質、デバイスの価格・品質、OSが提供する追加的サービスな
どによって決まる。

消費者がシングルホーミングする場合、当該消費者がある OSの所持から得られる効用がその他
の選択肢から得られる効用よりも大きければ、当該 OS搭載デバイスを購入し OSを所持する。あ
る特定の OS搭載デバイスから得られる効用水準が下がった時に、消費者が別の OS搭載デバイス
に乗り換える場合は、それら二つの OS間に代替性が存在すると認められる。
消費者が OS 選択の意思決定を行う際の主要な OS はモバイル OS の iOS と Android である。
よって、OSの市場支配力を評価する際には iOSと Androidの間の競合性の程度が一つの重要な
指標となる。この点については、Grzybowski and Nicolle (2021)が消費者によるモバイルデバイ
ス購入行動に関する個人レベルのパネルデータを用いて、各個人が前の月に保有していたデバイス

による購入行動の違いから、モバイルデバイス購入の際のスイッチングコストを推定している。推

定結果によると、iOSから他のモバイル OSを搭載したモバイルデバイスに切り替えるスイッチン
グコストは他のモバイル OS間のスイッチングコストよりも高く、これは iOSと他のモバイル OS
との間の代替性が低い可能性を示唆している。

モバイル OSの他に、ある消費者にとってモバイル OSの機能がその他の OSと代替可能な場合
は、モバイル OSの競合はそれらの OSにまで拡大される。例えば、ある消費者にとってWindows
搭載 PCやmacOS搭載 PCとスマートフォンが代替可能な場合は、それらのデバイスは競合関係
にあると認められる。

�アプリ利用 次に、消費者によるアプリ利用について議論する。ある OSデバイスを所持している
消費者は、特定のニーズに応じたサービスを提供するアプリがアプリストア内に存在する場合、そ

のアプリをインストールし利用することができる。当該アプリの利用から得られる効用が、アプリ

を利用しない場合に得られる効用より大きければ、アプリをインストールし、利用する。消費者の

ニーズを満たすアプリが複数ある場合は、消費者は自身の効用水準を最大にするアプリを利用する。

このとき、消費者がアプリ利用によって得られる効用は、アプリの品質、ダウンロード・アプリ内

課金価格、広告表示量などに依存する。例えばGhose and Han (2014)による、iOSと Androidの
モバイルアプリに関するランキングデータを用いた需要推定の結果によれば、アプリ内課金を含む

モバイルアプリやアップデート回数の多いモバイルアプリは需要が大きく、逆にモバイルアプリ内

広告を表示するモバイルアプリは需要が低くなる。さらに、アプリストアから提供される情報も消

費者のモバイルアプリ利用の意思決定に影響する。例えば、Ghose and Han (2014)の推定結果で
は、モバイルアプリストア内の記述が長く、レビューの累積量が多いモバイルアプリほどダウンロ

ード量が多く、Carare (2012)の分析では、過去のモバイルアプリストア内のランキングが上位に
あるほど、現在のダウンロード量が多くなるという結果が得られている。

消費者がシングルホーミングしている場合は、当該消費者がアプリを利用する際に所有している
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OSは一つしかないので、アプリ利用に関して OS間の競合は生じない。他方、モバイル OS以外
の手段を用いて、特定のニーズを満足する類似のサービスを利用可能な場合は、消費者は、モバイ

ル OSを用いてモバイルアプリを利用するか、隣接市場の類似サービスを利用するか決定する。こ
のような外部手段の例として、ブラウザを用いたウェブアプリや、Nintendo Switchなどのゲーム
のコンソールを用いたゲームソフトなどがある。

アプリ利用の際に、OSによってはアプリ配信サービス間の競合も生じうる。2節で見たように、
モバイルアプリ経済の現状では、iOSでアプリを利用する場合は、App Store のみしかモバイル
アプリ配信サービスは利用できないため、モバイルアプリ配信サービス間の競合は存在しないが、

Androidでモバイルアプリを利用する際には複数のモバイルアプリ配信サービスを利用すること
ができる。よって、アプリ配信サービスごとにモバイルアプリの価格や品質に差がある場合は、そ

れらのサービス間の代替が生じうる。

�市場支配力の評価に関する含意 上述のように、OSに関しては、最低でも OS選択のマージンと
アプリ利用というマージンという 2種類の競争のマージンが存在する。競争政策上問題となる行為
の性質によって、それらの行為のいずれが重要なマージンとなるかは異なってくる。例えば、ある

一つのマイナーなカテゴリーのアプリ同士の競争に影響を及ぼすような行為は、OS選択には影響
を及ぼさず、アプリ利用のみにしか影響を及ぼさない可能性がある。他方、ブラウザのような全て

の消費者にとって重要性が高いアプリに影響を及ぼしたり、全てのカテゴリーのアプリに影響を及

ぼすような行為は、アプリ利用だけでなく、OS選択にも影響を及ぼす可能性がある。

�消費者のマルチホーミング 消費者がシングルホーミングする場合は、OS選択においてモバイル
OS間の競合は生じるが、アプリ利用においてはモバイル OS間の競合は生じない。しかし、消費
者がマルチホーミングする場合には、モバイル OS選択とモバイルアプリ利用におけるモバイル
OS間の競合のあり方が変化する。
消費者が OSをマルチホーミングする場合、OS選択における競合性は弱まる。なぜなら、消費
者は iOSと Androidのいずれかしか選択できないわけではなく、各々の OSが高い効用水準を与
えるならば、両方の OSを選択することができるからである。しかし、消費者がマルチホーミング
する場合、次のような理由からアプリ利用に関する OS間の競合性は強まる。消費者が特定のニー
ズを満たすアプリを入手する際に、複数の OS経由でアプリが利用可能になる。よって、消費者は
複数の OSを跨がる選択肢から自身の効用を最大化するアプリをインストールし、利用する。よっ
て、マルチホーミングしている消費者によるアプリ利用に際しては、OS間で競合が発生する。
このような理由から、消費者のマルチホーミングは、OS 間の競合のマージンを OS 選択から
アプリ利用へとシフトさせるものと理解することができる (Calzolari and Denicolò, 2013; Sato,
2021)。
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3.2 アプリ開発者によるアプリ開発・収益化

アプリ開発者は、特定の OSに対応したアプリを開発する意思決定を行い、価格・広告を含むア
プリの収益化の意思決定を行う。

�アプリ開発 アプリ開発者は、一定の開発費用を負担し、特定の OSに対応するアプリを開発する
意思決定を行う。消費者がシングルホーミングする場合は、開発者が複数の OSに対してアプリを
開発しても、アプリ利用を行う消費者が OS間で重複することはない。よって、アプリ開発者が特
定の OSに対応したアプリを開発するインセンティブは、OSごとに独立に決定される。それぞれ
の OSに対して、アプリ開発者が当該 OSに対応するアプリを開発することで得られる追加的利益
が、アプリ開発にかかる費用よりも大きければ、開発者はアプリ開発を行う。この際、アプリ開発

によって得られる利益は、当該 OSを選択している消費者の数と、当該アプリが消費者 1人当たり
から得られる利益によって決まる。消費者から得られる利益がアプリ開発インセンティブに与える

例として、モバイル OS提供者が特定のカテゴリに自社のモバイルアプリを提供する恐れがある場
合に、当該カテゴリのモバイルアプリに対するアップデート回数で測ったイノベーションへの努力

が減少するとする実証研究がある (Wen and Zhu, 2019)
消費者がシングルホーミングするという前提の下では、アプリ開発者のアプリ開発インセンティ

ブは OSごとに基本的に独立になる。その場合は、アプリ開発についての OS間の競合は、存在し
ないか、弱いものとなる。

�アプリ収益化 アプリ開発者は、アプリ収益化サービスを用いて、アプリを利用する消費者から

収益を上げる方法を決定する。具体的には、アプリ開発者は、アプリのダウンロード価格やアプリ

内外課金の料金を設定したり、アプリに広告を表示したりすることで収益化を測る。このようなア

プリ開発者による収益化方法は、アプリストア内で設定されている手数料その他の契約やモバイル

OSを用いた取引の付加価値などの変数に依存する。
アプリ収益化に関して、OS 間の代替性を考える。消費者がシングルホーミングしている場合、
あるアプリが片方の OSの収益化方法を変更しても、もう片方の消費者のアプリ利用には影響を与
えない。よって、各アプリ開発者はアプリ収益化意思決定を OSごとに独立に行う。そのため、ア
プリ収益化に関する OS間の競合は生じない。
このように、アプリ収益化に関して、OS間の代替性は存在しないが、一方でアプリ収益化サー
ビス間には代替性が存在する。例えば、高い決済手数料を徴収する OSにアプリを提供している開
発者は、アプリ外課金などの隣接市場の決済サービスを割安にすることで取引をアプリ外に誘導し

たり、課金型の収益構造から広告収入の収益構造にビジネスモデルを変更したりするインセンティ

ブが強くなる (Gans, 2012; Kawaguchi et al., 2022; Zennyo, 2021)。

�消費者のマルチホーミング 上述のように、消費者がシングルホーミングしている場合は、アプリ

開発者のアプリ開発とアプリ収益化に関して OS間の競合は存在しないか、小さいものとなる。し
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かし、消費者のマルチホーミングは、アプリ開発者のアプリ開発と収益化のインセンティブも変化

させる。

ある消費者が複数の OSをマルチホーミングしている場合、アプリ開発者はどちらか一つの OS
に対応したアプリを開発すれば、その消費者にアプリを提供することが可能になる。よって、消費

者がシングルホーミングする場合とは異なり、開発者がマルチホーミングするインセンティブは弱

まる (e.g., Liu et al., 2021)。さらに、消費者とアプリ開発者のいずれも複数の OSにマルチホーミ
ングしている場合は、アプリ開発者は片方の OSのアプリの価格を上げたりや広告を増やしたりす
ることで、消費者のアプリ利用をもう片方の OSに誘導することができる (e.g., Johnson, 2017)。
よって、片方の OSのアプリ配信サービスやアプリ収益化サービスが徴収する手数料が上昇するな
どした場合、アプリの収益化行動の変化を通じて消費者のアプリ利用の代替が起こる場合がある。

そのため、マルチホーミングを行う消費者が多い環境では、アプリ開発および、アプリ収益化の

両方において、OS間の競合が強化されると考えられる。
消費者がシングルホーミングし、開発者がマルチホーミングするというレジームと、消費者がマ

ルチホーミングし、開発者がシングルホーミングするというレジームが何によって決まるかという

点については、議論の余地がある。プラットフォーム経済学の文献では、消費者のマルチホーミン

グ費用が高いという技術的制約や、プラットフォーム事業者による開発者に対する排他的契約な

どを、特定のホーミング構造が生じる理由として議論されている (e.g., Liu et al., 2021; Ishihara
and Oki, 2021)。この場合、消費者のマルチホーミングが困難であれば消費者シングルホーミン
グ・開発者マルチホーミング、開発者に対して排他的契約が提示されていれば消費者マルチホーミ

ング・開発者シングルホーミングという構造が生じると理解することができる。モバイルアプリ経

済においては、アプリ事業者に対する排他的契約はそれほど主流ではなく、また消費者がスマート

フォンを複数台所有するメリットも小さいため、消費者がシングルホーミングし、開発者がマルチ

ホーミングするという形態が主流になっていると理解できるだろう。

一方、仮に消費者がマルチホーミングをしていたとしても、消費者によるアプリ利用が一つの

OSにロックインされている場合は、上記の議論は成立しない。例えば、消費者が特定のカテゴリ
のモバイルアプリは必ず iPhoneで利用し、別のカテゴリのモバイルアプリは必ず Androidを利用
するという行動パターンを取る場合、モバイルアプリ開発者は消費者のモバイルアプリ利用の行動

を変えることはできない。この場合は、モバイルアプリ開発者の行動を通じた消費者のモバイルア

プリ利用に関するモバイル OS間の競合性は発生しにくくなる (Sato, 2021)。

3.3 広告市場の厚生評価

モバイルアプリ経済に関わるもう一つの主要な経済主体は広告主である。広告主はモバイルアプ

リに広告を出稿することで、消費者に自身の存在または商品・サービスを知らせることができ、そ

れによって利益を得ることができる。広告主は、各モバイルアプリへの出稿を検討する際に、当該

モバイルアプリへの利用者に広告を表示することによって得られる利益と広告単価を比較し、広告

表示によって得られる利益の方が大きければ広告を出稿する。
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消費者は広告から不効用を被るが、広告主は広告表示によって利益を得るという構造は、しばし

ば「シーソー効果」と呼ばれる効果を生み出す (Anderson and Peitz, 2020)。シーソー効果とは、
消費者厚生が高まるような環境変化が起きた際には、広告主の厚生は下がってしまい、その逆も起

こるということである。例えば、アプリ開発者の合併によって消費者を巡る競争が弱まり広告表示

量が増えたとしよう。このとき、消費者の厚生は下がるが、広告主の厚生は高まることになる。同

様に、アプリ開発者の参入によって消費者を巡る競争が強まり、消費者の厚生が高まったとしても、

広告表示量が減少した場合は、広告主の厚生は下がる可能性がある。

このような厚生的性質は、アプリ開発者が広告市場で保有する市場支配力にも依存する。アプ

リ開発者が広告市場に市場支配力を持っている場合、開発者は広告料金を効率的な水準より高め

に設定し、広告の供給量が過小になっている場合がある (e.g., Anderson and Coate, 2005; Sato,
2019)。この場合は、合併などによって広告の表示量が増える場合には、広告市場における厚生改
善効果が生じうる。

3.4 両面性と製品・サービス間の補完性

本節では OSの市場支配力を議論する際に特に重要となる要素として、OSの両面性と、OSが
提供する複数のサービスの補完性について議論する。なお、OSの両面性は消費者と開発者に対す
るものであり、消費者と広告主に直面するアプリの両面性とは異なるものである。

まず、OSの両面性について議論する。前述の通り、消費者の OS選択のインセンティブは OS
対応アプリの数に依存し、アプリ開発者のアプリ開発インセンティブは当該 OSを利用する消費者
の数に依存する。よって、より多くの消費者に利用されていて、より多くのアプリが開発されてい

る OSは他の OSと比べてより高い価値を消費者とアプリ開発者に提供することができる。安定し
た顧客ベースが確立した OSは、このような顧客ベースによって消費者やアプリ開発者が他の OS
を利用することを妨げることが容易になりうる。

デジタルプラットフォーム事業者が提供する複数のサービス間の補完性について議論する。iOS
や Androidは、モバイル OS対応デバイスの他に、Apple Watchや Fitbitのようなスマートウォ
ッチや、MacBookや Chrome Bookのようなラップトップなどの補完性の高い製品を提供してい
る。消費者がそれらの製品をまとめて利用することから便益を享受している場合、消費者は OS単
体から得られる効用だけでは OS選択やアプリ利用を行わず、複数の製品間の補完性を重視した
OS選択やアプリ利用を行いうる。このような場合、OS選択やアプリ開発の際の OS間の代替性
は弱まり、またアプリ利用やアプリ収益化における OSとその他競合サービスとの間の代替性も弱
まりうる。

4 実証的方法

3節ではモバイルアプリ経済を巡る消費者と開発者の間の競合のマージンを検討した。理論的に
は、消費者を巡っては OS選択とアプリ利用においてモバイル OS間および隣接市場の財・サービ
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スとの間で競合が生じ、開発者を巡ってはアプリ開発とアプリ収益化においてモバイル OS間およ
び隣接市場の財・サービスの間での競合が生じうる。これらの競合のあり方は消費者と開発者のホ

ーミング構造や、デジタルプラットフォーム事業者が設定するルールにも依存する。

このように、理論的にはモバイルアプリやモバイルデバイス・モバイル OSの市場支配力を評価
する際には、消費者とモバイルアプリ開発者の多くの行動を評価し、数多くの意思決定に関する競

合性を検討する必要がある。しかし、競争政策実務上、モバイルアプリ開発者の全ての意思決定に

ついてのデータを観察することは容易ではない。よって、本節では、前節の理論的考察に基づきつ

つ、実務的に簡便にモバイルアプリおよびデジタルプラットフォーム事業者の市場支配力を評価す

るための方法として、消費者と広告主というモバイルアプリの需要者の意思決定だけに着目した市

場支配力の評価方法について議論する。

そのために、iOSと Androidの二つのモバイル OSが消費者のモバイル OS選択とモバイルア
プリ利用の二つのマージンで競争してる状況を念頭に置いて以上の課題に実証的に答えるためのア

プローチについて考える。モバイル OSとブラウザやゲームコンソールとの競争など、隣接市場に
属する財・サービスとの競争についても適宜モデルを拡張して議論する。決済手段のマージンをめ

ぐる競争については簡単化のためここでは議論しない。

ここで提案するのは、既存文献のレビューではなく、市場画定と市場支配力の評価のための

原理原則から出発して本稿のために独自に開発した手法である。仮想独占者テスト (Ivaldi and
Lorincz, 2011)や価格上昇圧力 (Shapiro, 2019)などの既存の手法を消費者への課金がない無料の
財を含む両面市場に適用するためにKawaguchi et al. (2022)と同じく「消費者不効用」の概念を
活用するが、課題の性質や実務上の制約を考慮して、隣接市場の財・サービスとの競争などいくつ

かの側面を充実させる一方で、モバイルアプリの使用時間などの他の面を簡単化している。全体と

して、課題には答えつつ「専門の学位を持った分析者が三か月程度の時間をかければ分析が完了す

る」程度に複雑な手法であることを目指している。そのために、解析的に解くことが可能な設定を

考える。

4.1 広告市場が完全競争の場合

まず、広告市場が完全競争とみなせる場合について考える。この場合はモバイルアプリ開発者は、

市場で決まる広告価格を所与としてアプリ内課金で表示する広告の出稿量を決定することになる。

この仮定はもちろん現実的ではない。しかし、分析の焦点が iOSと Androidのあいだのモバイル
OS間の競争や、モバイルアプリストア間の競争にあるのであって、広告主の厚生の評価にないの
であれば、モバイルアプリ開発者の広告市場における市場支配力をこのように簡単化することは実

用上有意義である。なお、消費者と広告主のあいだの間接ネットワーク効果は、簡便な扱いになっ

てはいるものの、以下のモデルの中でも一定の役割を果たしている。

まず、消費者・年レベルで、1) 所有モバイル OS (iOSか Androidか、その両方か)、2) インス
トール済みモバイルアプリ、モバイルアプリ・年レベルで、1) ダウンロード課金額、2) 平均アプ
リ内課金支出額、3) 平均的な広告出稿量、の調査を行う必要がある。所有モバイルデバイスへのロ
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ックイン効果などを考慮するため、少なくとも二時点間での調査が必要である。消費者サイドのデ

ータに関しては、民間のデータ会社から購入可能であるほか、独自のアンケート調査によっても取

得可能である。必要となる消費者データのサンプルサイズは、対象となるモバイルアプリの利用率

による。例えば、対象となるモバイルアプリの利用率が 5%程度であるならば、それぞれのアプリ
の利用者数を 500人程度確保するのには、10,000程度のサンプルサイズは必要になるだろう。一
方、モバイルアプリの広告出稿量、広告価格のデータに関しては、アドテクノロジーを提供する会

社やモバイルアプリ開発者と個別に交渉して取得する必要があるだろう。特定のモバイルアプリ群

の広告出稿量については、開発者ツールなどを用いたスクレイピングによって独自に取得すること

もできる。

時点 tにおける iOSアプリの集合を JiOS,t、Androidアプリの集合を JAnd,t、すべてのアプリの

集合を Jt = JiOS,t∪JAnd,t とする。消費者 iの所有モバイルOSを wit ∈ {iOS,Android,Both}、
インストール済みアプリを Dit ⊂ Jt、アプリ j のダウンロード課金額と平均アプリ内課金支出額

を合わせて ejt、平均広告出稿量を ajt とする。同様の内容のモバイルアプリであっても、異なる

OSで提供されている場合は、それぞれ別のインデックスが割り振られているものとし、モバイル
アプリ j の対応するモバイル OSを oj ∈ {iOS,Android}とする。そのほかのモバイルアプリ j

の観察可能な変数を xjt とする。

これらのデータを用いて消費者のモバイルアプリ J に対する離散選択モデルを推定する。一時
点目 t = 1のデータは消費者の特定のモバイル OSへのロックインの程度を測定するのに用い、需
要推定は二時点目 t = 2のデータを用いて行う。具体的には、一時点目の所有モバイル OSwi1 ご

とに異なるパラメータを設定して推定することでモバイル OS間の代替性をとらえる。すなわち、
調査二時点目において消費者 iがモバイルアプリ j をダウンロードした際の間接効用を

uij2 = β′
ixj2 +

∑
o

γio1{oj2 = o} − αeej2 − αaaj2 + ϵij2

とし、係数を以下のように wi の関数とする

βi =
∑
w

1{wi1 = w}βw

γio =
∑
w

1{wi1 = w}γwo

ここで、ϵij2 は、二時点目における消費者 iのモバイルアプリ j に対する先行ショックである (分
布の仮定については後述する)。
このとき、消費者 iの所有モバイル OSwi によって、異なるモバイル OSの下で提供されている
モバイルアプリを利用することの効用がどのように異なるかは、パラメータ γwo によってとらえ

られる。このパラメータが消費者からみたモバイルアプリの対応モバイル OS間の代替性の程度を
とらえてくれる。もし、特定モバイル OSへのロックイン効果があるのであれば、wi1 = iOS や

wi1 = Bothの消費者の方が、wi1 = Androidの消費者よりも、iOSアプリから得る効用が高くな
るだろう。その場合は、γiOS,iOS や γBoth,iOS が γAnd,iOS よりも高くなるだろう。また、iOSに
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シングルホーミングしている消費者の方が iOSと Androidにマルチホーミングしている消費者よ
りも iOSデバイスへのロックインの程度が強いのであれば、γiOS,iOS の方が γBoth,iOS よりも高

くなるだろう。

以上の設定が、対応モバイル OS間での代替性をとらえるための最小構成である。一時点目での
所有モバイルデバイス以外にも、二時点目での消費者のロックインの程度に影響すると考えられる

一時点目の消費者行動を分析に取り入れることで、モバイル OS間での代替性はより正確にとらえ
ることができる。たとえば、調査一時点目における消費者のインストール済みモバイルアプリにも

とづいて、インストール済みモバイルアプリ数、カテゴリー別のインストール済みモバイルアプリ

数、などの属性を作成することができる。こうした一時点目のデータを用いて作成した消費者 iの

観察可能な属性を zi とする。この zi は一時点目における所有モバイル OSの情報を含む。この時、
上記の二時点目のランダム係数モデルは以下のように一般化される。

uij = β′
ixj − αeej − αaaj + ϵij ,

βi = β0 +Πβzi.

表記の簡単化のために、二時点目であることをあらわす 2のインデックスは消去している。以下の
議論はすべて二時点目の意思決定に関するモデルであることに注意してほしい。一時点目の調査で

得られた情報は、消費者 iの属性 zi を作成することにのみ用いられている。

このパラメータ Πβ が各消費者の一時点目のモバイルアプリの利用状況によって二時点目におけ

るその消費者のモバイルアプリの需要がどう変わるかをとらえる。例えば、zi に「一時点目のイ

ンストール済み iOSアプリの数」を含めていれば、一時点目で特定のインストール済みの iOSア
プリの多い消費者はそうでない消費者に比べて二時点目でアンドロイドアプリへの代替性がどの程

度低くなるかといった点を検討することができる。特定のカテゴリーにおける対応モバイル OS間
の代替性を調べたい場合は、そのカテゴリーにとって重要な属性を調査しておくこともできる。例

えば、写真アプリへのロックインに注目する場合は、一時点目において、iCloudアプリや Google
Photoアプリといった、それぞれのモバイル OSとの相性の良いモバイルアプリにどれだけの写真
が保存されているかを調査することなどが考えられる。

純粋に計量経済学的に考えれば、消費者のロックイン効果をとらえるために消費者の一時点目の

行動に関する情報を二時点目の属性変数を構築するのに利用するやり方にはいささかの問題はあ

る。例えば、一時点目に iOSデバイスを選んでいた消費者が二時点目にも iOSデバイスを選ぶ傾
向にあることが上記の分析の結果わかったとしても、それがその消費者が特に iOSを好むタイプ
であったということなのかその消費者が一時点目に iOSデバイスを選んだことの効果としてロッ
クインが生じているのかは区別ができない。そのような欠点はあるものの、全体としてどの程度の

ロックインが生じているのかを測る政策分析としてはこれで十分であろう。

以上の間接効用関数を前提として、どのような消費者選択問題を仮定し、どのようにして間接効

用内のパラメータを推定するかを考える。ここでいくつかモデリング上の課題が浮上する。第一に、

単一のモバイル OSを用いるのか複数のモバイル OSを用いるのかというシングルホーミング・マ
ルチホーミングの選択や、その中での参加モバイル OSの選択があり、次にどのモバイルアプリを
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インストールするかという選択がなされる、という逐次的な意思決定構造がある。第二に、消費者

は単一のモバイルアプリをインストールするのではなく、複数のモバイルアプリをインストールす

ること、また、それらの複数のモバイルアプリの間には潜在的に代替性や補完性があって必ずしも

独立の意思決定としては扱えないという組み合わせ選択的な構造がある。第三に、モバイルアプリ

の収入構造はダウンロード課金やアプリ内課金からの収入に依存するものもあれば、広告収入に依

存するものもある、というモバイルアプリの収入源の多様性があり、それに応じて消費者がモバイ

ルアプリの利用時に支払うべきコストも異なるという構造がある。これらの課題に対してどのよう

に対応するかによっていくつかのモデリングの方針が生まれる。

第一の課題に関しては、入れ子モデルを用いるのが自然だろう。すなわち、一段階目で

W = {iOS,Android,Both}のいずれかを選択し、二段階目でそれらの選択を前提としてモバイ
ルアプリインストールの選択を行うと考える。第二の課題に十全に対応するためには、マルチカテ

ゴリー競争 (Thomassen et al., 2017)のフレームワークの拡張が必要になる。しかし、この方法は
いまだ実務で手軽に使用できる段階にはない。そこで、この本稿では二時点目にインストールされ

るモバイルアプリ間には補完性や代替性は生じないという大胆な簡単化の仮定を置く。その代わり

に、一時点目にインストールしたモバイルアプリと二時点目にインストールしたモバイルアプリの

あいだの補完性や代替性は、一時点目のインストール済みモバイルアプリに関する情報から作成す

る属性 zi と通じてとらえることとする。実用上は、このようにしてとらえられたモバイルアプリ

間の補完性と代替性で、十分柔軟に複数アプリのインストールにまつわる課題に答えることができ

るだろう。

第三の課題であるモバイルアプリの収入構造の多様性については、上のモデルのように、ダウン

ロード価格、アプリ内課金への平均支出といった「価格」に加えてモバイルアプリごとの平均広告

出稿量を考慮することで対応ができる。Kawaguchi et al. (2022)において、筆者らは、金額支出
にともなう不効用と広告閲覧に伴う不効用をあわせた不効用 cj = αeej + αaaj をあわせて「消費

者がそのアプリを使用するに際して支払わなければならない不効用」と定義し、この消費者不効用

概念にもとづいて既存の合併分析の手法を拡張している。ダウンロード課金額やアプリ内課金への

平均支出がゼロのアプリでも、基本的に広告収入は発生している。消費者不効用概念を用いれば、

ゼロ価格でも、広告なしでも、いずれかの収入手段が用いられているかぎりは通常の需要関数推定

や合併分析と同様の分析を行うことができる。今回のモデルでもこの考え方を適用できる。

以上の議論を踏まえて次のような二時点目における消費者選択プロセスを考える。消費者は、一

段階目でモバイルOSwi ∈ {iOS,Android,Both}を選択したあと、二段階目で、すべての j ∈ Jwi

について、そのモバイルアプリをインストールするか否かを選択する。dij を、消費者 iがモバイ

ルアプリ j を二時点目でインストールしたときに 1をとり、そうでないときに 0をとる指示変数と
する。二段階目の消費者問題は、

max
dij ,j∈Jwi

∑
j∈Jwi

dij [β
′
ixj − αeej − αaaj + ϵij ]

とかける。この場合、個々のモバイルアプリのインストールの意思決定は互いに独立で、モバイル
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アプリ j は以下の時またその時に限ってインストールされる。

β′
ixj − αeej − αaaj + ϵij ≥ 0.

さらに、ϵij が独立な標準ロジスティック分布に従うとすると、モバイルアプリ j がインストール

される確率は

pij(ej , aj) =
exp(β′

ixj − αeej − αaaj)

1 + exp(β′
ixj − αeej − αaaj)

とあらわされる。また、wを選択したときにインストール可能なモバイルアプリから得られる期待

間接効用は

viw(e, a) = E max
dij ,j∈Jw

∑
j∈Jw

dijuij =
∑
j∈Jw

log [1 + exp(β′
ixj − αeej − αaaj)] + e · |Jw|

とかける。ここで eはオイラー定数である。

次に、一段階目のモバイル OSの選択について考える。ここで wを選択したときに消費者 iが得

られる間接効用を
viw(e, a) + ζw + ϵiw

とし、ζBoth = 0と正規化する。ζ は各モバイル OS固有の効用である。この効用は、各モバイル
OSに付随するサービスや、補完的に提供される財・サービスに依存する。潜在的にはそれらの付
随サービスや補完財の貢献を推定することも可能だが、iOSと Androidの二種類のモバイル OS
しか存在しない状況では、よほどパネルデータを蓄積しない限りは識別のための十分な変動を得ら

れないだろう。さらに、ϵiw が独立な Type-I極値分布に従うとすると、w が選択される確率は

piw(e, a) =
exp[viw(e, a) + ζw]∑

w′∈W exp[viw′(e, a) + ζw′ ]

であらわされる。

以上を踏まえ、消費者 i = 1, · · · , N の二時点目のモバイル OSの選択 wi およびモバイルアプリ

のインストールの選択 di = (dij)j∈J の対数尤度は、θ をパラメータ β0,Πβ , αe, αa, {ξw}w∈W と

して、

l(θ) =

N∑
i=1

∑
w∈W

1{wi = w} log piw(e, a) +
∑
j∈Jw

dij log pij(e, a)

 .

であらわされる。パラメータはこの尤度を最大化することで求められる。

推定されたパラメータにもとづいて、各モバイルアプリのダウンロード・アプリ内課金価格

e = (ej)j∈J と広告出稿量 a = (aj)j∈J の関数として、消費者のインストール数 (sj)j∈J とモバイ

ル OS選択数 (sw)w∈W を予測するための以下のようなモデルが構築できる。

sj(e, a) =

N∑
i=1

∑
w∈{oj ,Both}

piw(e, a)pij(e, a)
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sw(e, a) =

N∑
i=1

piw(e, a).

この予測モデルを用いて市場画定や市場支配力の評価を行うことができる。市場画定の方法につい

ては4.4節で、市場支配力の評価については4.5節で、それぞれ説明する。

4.2 広告市場が不完全競争の場合

次に、広告市場が不完全競争である場合を考える。この場合は、各モバイルアプリ開発者が広告

料金を設定し、それに応じて広告主が各モバイルアプリにどれだけの広告を出稿するかを決めるこ

とになる。Facebookなどのような、消費者向けの市場でも広告主向けの市場でも大きなシェアを
占めるようなモバイルアプリ開発者への影響を正確に測定したい場合は、このような仮定の下で分

析を進めることが必要になるだろう。ただし、設定が複雑になる分、均衡を解いたり、モデルのパ

ラメータを推定したりするのも難しくなる。

モバイルアプリの広告市場における市場支配力を分析する際にはいくつかの方法がありうる。こ

こでは、比較的簡単な方法として、広告主のマルチホーミングを仮定した離散選択モデルに基づく

モデルを提案する。広告主のシングルホーミングを仮定したモデルも考えることはできるが、均衡

を解くのに数値計算が必要になるうえ、先に言及した「消費者不効用」の概念が適用できなくなる。

各モバイルアプリの集合 J が与えられたとき、モバイルアプリ j ∈ J に広告を出稿する際の広
告主の効用を

(bjl − rj)sj

とする。ここで、
bjl = exp (γ′xj + εjl)

は広告主 l がモバイルアプリ j に広告を表示した際に、消費者単位で得られる利益であり、εjl は

その利益に関するショックである。rj は広告表示あたりの広告料金である。sj はモバイルアプリ j

の利用者数である。モバイルアプリ j があるモバイル OS上のモバイルアプリの場合、モバイルア
プリ j の利用者数は、そのモバイル OSにシングルホーミングした消費者がモバイルアプリ j を利

用する数と、両方のモバイル OSにマルチホーミングした消費者がモバイルアプリ j を利用する数

で決まる。

εjl が標準正規分布に従っていると仮定すると、広告主がモバイルアプリ j を利用する確率は

aj(rj) = Pr [exp (γ′xj + ϵjl) > rj ] = 1− Φ(log rj − γ′xj)

で与えられる。ここで、Φは標準正規分布の累積分布関数である。よって、広告料金 rj と広告量

aj は一対一対応の関係にある。したがって、以下のモデルは rj、aj のどちらの関数として表記し

てもよい。ただし、広告市場が完全競争の場合の表記と合わせるために、aj の関数として表記する

ことにする。aj が与えられれば消費者側のモバイルアプリ選択確率 pij やモバイル OS選択確率
pw は、広告市場が競争的な場合のモデルと同様に決定される。
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パラメータは、広告市場が完全競争である場合と同じく、最尤法で推定できる。ただし、評価す

るパラメータ θごとに、均衡の (s∗j , a
∗
j )j∈J を解く必要がある。この均衡解を (sj(θ), aj(θ))j∈J と

表記する。すると、

モバイルアプリ j がインストールされる確率は

pij [ej , aj(θ)] =
exp[β′

ixj − αeej − αaaj(θ)]

1 + exp[β′
ixj − αeej − αaaj(θ)]

,

w を選択したときにインストール可能なモバイルアプリから得られる期待間接効用は

viw[e, a(θ)] =
∑
j∈Jw

log {1 + exp[β′
ixj − αeej − αaaj(θ) + ϵij ]}+ e · |Jwi

|,

w が選択される確率は

piw[e, a(θ)] =
exp{viw[e, a(θ)] + ζw}∑

w′∈W exp{viw′ [e, a(θ)] + ζw′}

でそれぞれあらわされる。また、モバイルアプリ j の広告出稿量は aj(θ)で与えられる。

以上を踏まえ、消費者 i = 1, · · · , N の二時点目のモバイル OSの選択 wi およびモバイルアプリ

のインストールの選択 di = (dij)j∈J および各モバイルアプリの広告出稿量の対数尤度は、

l(θ) =

N∑
i=1

∑
w∈W

1{wi = w} log piw[e, a(θ)] +
∑
j∈Jw

dij log pij [aj(θ), e]


+

∑
w∈{iOS,And}

∑
j∈Jw

logϕ[aj − aj(θ)].

であらわされる。ここで ϕは標準正規分布の密度関数である。広告出稿量のデータに標準正規分布

にしたがう観測誤差があることを想定している。パラメータはこの尤度を最大化することで求めら

れる。

推定されたパラメータにもとづいて、各モバイルアプリのダウンロード・アプリ内課金価格

e = (ej)j∈J と広告出稿量 a = (aj)j∈J の関数として、消費者のインストール数 (sj)j∈J とモバイ

ル OS選択数 (sw)w∈W、広告料金 (rj)j∈J を予測するための以下のようなモデルが構築できる。

sj(e, a) =

N∑
i=1

∑
w∈{oj ,Both}

piw(e, a)pij(e, a),

sw(e, a) =

N∑
i=1

piw(e, a),

rj(aj) = exp[Ψ−1(1− aj) + γ′xj ]

この予測モデルを用いて市場画定や市場支配力の評価を行うことができる。
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4.3 拡張

なお、以上の定式化では、係数 βi にランダム効果は含めていないが、ここにランダム効果を含

める拡張は計算量の問題やモバイルアプリ開発者の価格・広告出稿量均衡の計算の安定性の問題を

除けば容易にできる。支出の限界不効用 αe および広告の不効用 αa にランダム係数を導入すると、

一意な「消費者不効用」が定義できなくなる点には注意が必要である。また、製品の観察不可能な

属性と価格、広告出稿量などのモバイルアプリ販売者が設定する変数とあいだの内生性についても

考慮していないが、そのような内生性を考慮する場合は、制御関数アプローチ (Petrin and Train,
2010) を利用できる。
ここまでの議論では、wを選択した後の二時点目のモバイルアプリのインストールの決定が互い

に独立になるような選好を考えてきた。特定の組合せのモバイルアプリの間でのみ、特殊な補完性

や代替性を考えるだけであるなら、モデルをあまり複雑にせずに対応ができる。例えば、iOSで提
供されているモバイルアプリ j = 1と Androidで提供されているモバイルアプリ j = J は、同等

のモバイルアプリの各 OS対応版であったとしよう。iOSと Androidを両方使用している消費者
は、このような場合に、「モバイルアプリ j = 1をインストールしたらモバイルアプリ j = J はイ

ンストールしない」と考えるかもしれない。例えば、ゲームアプリなどの場合はそのような代替性

が生じるかもしれない。また、「モバイルアプリ j = 1をインストールしたらモバイルアプリ j = J

もインストールが必要になる」と考えるかもしれない。例えば、生産性アプリなどの場合はそのよ

うな補完性が生じるかもしれない。

このような場合はモバイル OSをマルチホーミングしている消費者については次のような問題を
考えればよい。mi をその消費者が {No, 1, J, Both}のうちどれを選択しているかに関する変数だ
として、

max
bi,dij ,j ̸=1,J∈JBoth

∑
j ̸=1,J∈Jwi

dij [β
′
ixj−αeej−αaaj+ϵij ]+

∑
m∈{No,1,J,Both}

1{mi = m}(vim+ϵim),

vi,No = 0,

vi1 = β′
ix1 − αee1 − αaa1,

viJ = β′
ixJ − αeeJ − αaaJ ,

vi,Both =
∑
j=1,J

(β′
ixj − αeej − αaaj) + ∆1j ,

すなわち、この二つのモバイルアプリに関してのみ補完性 (∆1J > 0)や代替性 (∆1J < 0) を許し
た組合せ離散選択問題を考える。

このとき、j = 1, J 以外のモバイルアプリの影響は影響を受けず、ϵib が Type-I極値分布に従う
ことを仮定すれば、モバイルアプリ 1, J がインストールされる確率は

pib(e1, eJ , a1, aJ) =
exp(vib)∑

b′∈{No,1,J,Both} exp(vib′)
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とあらわされる。またインストール可能なアプリから得られる期待間接効用は

vi,Both(e, a) =
∑

j ̸=1,J,∈JBoth

log [1 + exp(β′
ixj − αeej − αaaj + ϵij)]

+ log

 ∑
m′∈{No,1,J,Both}

exp(vim′)

+ e · (|JBoth| − 1)

とかける。表記はやや煩雑になっているが、本質的には大きな違いはない。

なお、上記のフレームワークは、モバイルアプリ以外にも、ウェブアプリ、ゲー

ムコンソール機でプレイするゲームなどの隣接市場との競合にもそのまま適用

できる。すなわち、デバイス・OS の選択肢 W を {iOS,Android,Both} ではなく、
{iOS,Android, P layStation, iOS&Android,Android&PlayStation,All} な ど に 拡 張 し、

同じ議論を展開すればよい。ウェブアプリの場合は、全消費者が利用可能だと仮定して、任意

のデバイス・OS 選択 w の下で利用可能であるとモデリングするのがよいだろう。ここでの主

な課題はモデリングではなく、データである。つまり、消費者・年レベルで、1) 所有デバイス
({iOS,Android, P layStation, iOS&Android,Android&PlayStation,All})、2) 利用している
サービス、サービス・年レベルで、1) 購入金額、2) 平均アプリ内課金支出額、3) 平均的な広告出
稿量、の調査を行う必要がある。

4.4 市場画定

アプリ市場であっても、「わずかであるが重要かつ非一時的な価格の上昇 (Small but Significant
and Non-transitory Increase in Price)」の考え方を用いた仮想的独占者テストによる市場画定が
実施できる。具体的に広告市場が完全競争の場合について「iOSアプリは単一の市場を構成するか」
を検証する方法について考えてみよう。そのために、iOSのすべてのアプリ JiOS を保有する仮想

独占者を考える。観察されたダウンロード・アプリ内課金価格 eと広告出稿量 aの下での仮想独占

者の利潤 (売上)は
πiOS(e, a) =

∑
j∈JiOS

(ej + rjaj)sj(e, a)

である。

ここで通常の SSNIPテストと同様に「わずかであるが重要かつ非一時的な不効用の上昇」を考
えるのだが、この設定では仮想的独占者はダウンロード・アプリ内課金価格を 5%あげることも広
告出稿量を 5%あげることも、それらを組み合わせることもできるという点がやや厄介である。こ
の点については二通りの考え方を提示する。

まずは、ダウンロード・アプリ内課金価格を 5%上げた場合、広告出稿量を 5%を上げた場合、
のいずれかにおいて仮想的独占者の利潤が上昇するのであれば、市場が画定すると判断する、とい

う方法がありうる。なぜなら、仮想的独占者はダウンロード・アプリ内課金価格と広告出稿量の上

昇を組み合わせることによって、実際にはそれ以上の利潤を得ることができるはずだからである。
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すなわち、iOSに属するモバイルアプリのダウンロード・アプリ内課金価格を 5%あげたときの価
格ベクトルを e′、広告出稿量を 5%あげたときの広告出稿量ベクトルを a′ として、

πiOS(e
′, a) > πiOS(e, a),

あるいは
πiOS(e, a

′) > πiOS(e, a)

のいずれかの条件が満たされるのであれば、「iOSアプリは単一の市場を構成する」と判断する。
これは保守的な市場画定の方法となっている。つまり、この方法で仮想独占者の利潤の上昇が確

認されるのであれば市場は確かにその通り画定されるが、仮にこの方法で仮想独占者の利潤の上昇

が確認されなかったとしても、必ずしも市場がそう画定されないわけではない。

広告市場が不完全競争の場合も基本的には同じ手続きを踏んで市場画定を行う。この場合は、広

告価格 rが広告出稿量 aの関数になっていることに注意する。観察されたダウンロード・アプリ内

課金価格 eと広告出稿量 aの下での仮想独占者の利潤は

πiOS(e, a) =
∑

j∈JiOS

[ej + rj(aj)aj ]sj(e, a)

であり、
πiOS(e

′, a) > πiOS(e, a),

あるいは
πiOS(e, a

′) > πiOS(e, a)

のいずれかの条件が満たされるのであれば、「iOSアプリは単一の市場を構成する」と判断する。
次に、消費者不効用の概念にもとづいた正確な市場画定の方法を説明する。モバイルアプリ j の

消費者不効用とは、そのモバイルアプリのダウンロード・アプリ内課金価格が 0でかつ広告出稿量
が 0であった場合のモバイルアプリの間接効用とダウンロード・アプリ内課金価格が ej で広告出

稿量が aj であった場合の間接効用の差、すなわち cj = αeej + αaaj として定義される。いま、消

費者側のモデルを見てみると、モバイルアプリ選択確率 pij、モバイルデバイス選択確率 piw とも

に、c = (cj)j∈J がダウンロード・アプリ内課金価格と広告出稿量の十分統計量になっていること

がわかる。

pij(cj) =
exp(β′

ixj − cj)

1 + exp(β′
ixj − cj)

viw(c) = E max
dij ,j∈Jw

∑
j∈Jw

dijuij =
∑
j∈Jw

log [1 + exp(β′
ixj − cj)] + e · |Jw|

piw(c) =
exp[viw(c) + ζw]∑

w′∈W exp[viw′(c) + ζw′ ]

これはつまり、あるモバイルアプリと消費者あるいはほかのモバイルアプリとの代替関係は消費

者不効用 cを通じてのみ発生する、ということである。したがって、消費者不効用 cを所与とした

ときの、各モバイルアプリの最適なダウンロード・アプリ内課金価格と広告料出稿量はモバイルア
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プリ間で個別に決まる。その最適なダウンロード・アプリ内課金価格と広告出稿量の下での各モバ

イルアプリの利潤を
π∗
j (c) = max

ej ,aj :αeej+αaaj=cj
(ej + rjaj)sj(c)

あるいは
π∗
j (c) = max

ej ,aj :αeej+αaaj=cj
[ej + rj(aj)aj ]sj(c)

と定義する。すると、消費者不効用 cの下で iOSの全モバイルアプリを所有する仮想独占者の利潤
は

π∗
iOS(c) =

∑
j∈JiOS

π∗
j (c)

となる。

ここで、iOSに属するモバイルアプリの消費コストのみを 5%あげたときの消費者不効用ベクト
ルを c′ として、

π∗
iOS(c

′) > π∗
iOS(c)

となるのであれば、「iOSアプリは単一の市場を構成する」と判断する。
この方法は、今回定式化したモデルの下で正確な市場画定を達成する。ただし、消費者不効用が

モバイルアプリ間の競争や消費者需要の十分統計量となるという結果の背景には、いくつかのモデ

ル上の制約が寄与している。より複雑な設定のモデルの下で、多面市場で収入を得る手段が複数あ

るような場合には、前者のような方法を検討してみるのがよいだろう。

これらの枠組みは「すべての iOSアプリ」にとどまらず、任意のモバイルアプリの集合に適用で
きる。例えば、「iOSのゲームアプリと Androidのゲームアプリ」が単一の市場を構成するのかを
考えるのであれば、それらのモバイルアプリを所有する仮想独占者を想定して、上記のテストを実

施すればよい。「モバイルゲームアプリとコンソールゲームは単一の市場を構成するのか」を考え

るのであれば、上記の「拡張」の章で述べたようなデータを取得したうえで、プラットフォームに

モバイル OS以外の選択肢を加えて需要を推定したうえで、同様の仮想独占者テストを行えばよい。

4.5 市場支配力の評価

消費者需要や広告主需要、モバイルアプリ企業の利潤が消費者不効用の関数として書けるこのモ

デルを用いれば、市場支配力を評価するための一般的な指標、例えば弾力性や転換率や上昇価格圧

力なども定義できる。

たとえば、あるモバイルアプリの自己消費者不効用弾力性は、

ηsj =
∂ ln sj(c)

∂ ln cj

によって計算できる。広告市場が完全競争と仮定できる場合には、これがそのモバイルアプリの市

場支配量の指標として利用できる。広告市場が不完全競争の場合には、これに加えて広告市場での

自己広告料金弾力性

ηaj =
∂ ln aj(rj)

∂ ln rj
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も考慮する必要がある。

まず、自己価格弾力性が市場支配力の指標となる理由について整理する。限界費用 mcj の製

品を価格 ej で販売している企業 j がいるとする。その企業の需要を sj(ej) とすると、利潤は

πj(ej) = (ej −mcj)× sj(ej)となる。この企業の価格設定 ej の利潤最大化の条件は一階条件

∂πj(ej)

∂ej
= sj(ej) +

∂sj(ej)

∂ej
(ej −mcj) = 0

と与えられる。これを整理すると、ラーナー公式

ej −mcj
ej

=
1

ηsj

が得られる。この式の左辺は、マークアップ率であり、右辺が需要の自己価格弾力性の逆数である。

よって、マークアップ率は、自己価格弾力性が低いほど高くなるということから、自己価格弾力性

が市場支配力の (逆)指標として使われている。
同様に、消費者需要の自己広告弾力性や、広告需要の自己広告価格弾力性は市場支配力の指標と

して次のように利用できる。ある有料モバイルアプリ j の開発者が、モバイルアプリ j の広告出稿

量 aj と課金額 ej を設定する状況を考えると、価格設定における利潤最大化の条件から、

αy
∂sj
∂cj

π∗
j (cj) + sj = 0.

となり、これを書き換えると、ダウンロードあたりの利潤 π∗
j (cj)は

π∗
j (cj)

cj
=

1

αyηsj

となる。ここで、
π∗
j (cj)

cj

は、アプリが価格以外の収益化手段を持っている状況に一般化されたマークアップ率である。

また、広告出稿量の一階条件は

αa
∂sj
∂cj

π∗
j (cj) + sj

(
r′j(aj)aj + rj(aj)

)
= 0

となり、これを書き換えると、次の関係式が得られる。

π∗
j (cj)

cj
=

rj

(
1 + 1

ηa
j

)
αaηsj

.

上記式を見ると、一般化されたマークアップ率は、広告価格が大きいほど高くなり、かつ、広告需

要の価格弾力性が低いほど高くなる。さらに、上記式を広告価格に関する式に書き換えると、

rj =
π∗
j (cj)

cj

αaη
s
j

1 + 1
ηa
j
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という関係式が得られる。この式を見ると、広告需要の自己広告価格弾力性が高いほど広告価格は

相対的に小さくなりやすく、広告出稿量は相対的に大きくなりやすいということがわかり、消費者

需要のコスト弾力性が高いほど、広告価格は高く、広告出稿量は少なくなりやすいということがわ

かる。

このように、有料アプリと無料アプリとで評価すべき最適化の一次条件と評価すべき自己価格弾

力性は異なるものの、同じモデルの推定値から統一的にモバイルアプリの市場支配力の評価を行う

ことができる。

モバイルアプリ開発者 dのモバイルアプリ j と別のモバイルアプリ開発者 d′ のモバイルアプリ

との間での転換率を計算したい場合は、Jd をアプリ開発者 dの所有アプリ、sd(cd) = (sj(cj))j∈Jd

として、 (
∂sd(cd)

′

∂cj

)−1(
∂sd′(cd′)′

∂cj

)

と計算できる。この場合のアプリ j の価格上昇圧力は、合併前後の一時条件の差として定義され

(Jaffe and Weyl, 2013)、今回の場合は

−

(
∂sd(cd)

′

∂cj

)−1(
∂sd′(cd′)′

∂cj

)
πd′(δd′),

となる。

厳密に市場評価の評価を行うためには合併シミュレーションなどの反実仮想分析を行う必要があ

るが、これらの分析を行うためにはモバイルアプリ開発者などの供給側のコスト関連のパラメータ

が必要になる。また、均衡のダウンロード・アプリ内課金料金 eおよび広告出稿量 aを計算するの

には一般に多大な手間がかかる。Kawaguchi et al. (2022)は類似のモデルで供給側のコスト関連
のパラメータを推定するとともに各種反実仮想分析を行っているが、政策分析においてここまで踏

み込んだ分析を行うのは難しいだろう。

5 結語

本稿では、モバイルアプリ経済での市場画定と市場支配力の評価を行うための経済分析の方法を

議論した。最後に、本稿では議論しきれなかった課題を述べる。

本稿で議論した市場支配力の実証的方法は、消費者と広告主から見たモバイル OS・モバイルア
プリの代替性を評価することで市場画定や市場支配力の評価を行うものであり、その際にはアプリ

開発者の行動は所与のものに固定していた。しかし、デジタルプラットフォーム事業者の市場支配

力の評価を行ったり、その行為の反競争性を評価したりする際には、アプリ開発者の意思決定まで

を内生的に取り扱い、アプリストアの手数料の上昇や、モバイルデバイスの価格が上昇した際にア

プリ開発者の開発行動や価格設定が変化することも考慮する必要がある。そのような分析を行うた

めには、アプリ開発者の収益性に関わるデータを入手する必要があるため、消費者と広告主の選択

に関する情報を取得するよりも多くの情報が必要になる。しかし、デジタルプラットフォーム事業
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者の両面性を重視する場合は、開発者の意思決定を内生的に取り扱う必要は大きくなるだろう。

さらに、本稿ではモバイルアプリ外の決済サービスを、収益化サービスにおける隣接市場として

外生的に取り扱った。しかし、場合によってはこれら隣接市場自体も決済プラットフォームとして

明示的に取り扱う必要があるかもしれない。そのような場合は、モバイルアプリ外の決済サービス

の利用状況に関するデータを取集するなどの追加的作業が必要となるだろう。
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